
北海道医療計画（平成30年度～令和５年度）の

推進状況及び評価等

資料１

【５疾病５事業及び在宅医療】 【その他疾病・事業】

１ がん・・・・・・・・・・・・P.1 12 感染症対策・・・・・・・・・・・・・・・・・P.28 23 血液確保対策 ・・・・・・・・P.43

２ 脳卒中・・・・・・・・・・・P.3 13 臓器等移植対策・・・・・・・・・・・・・・・P.31 24 医師・・・・・・・・・・・・・P.44

３ 心筋梗塞等の心血管疾患・・・P.5 14 難病対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.32 25 歯科医師及び歯科衛生士・・・・P.46

４ 糖尿病・・・・・・・・・・・P.7 15 アレルギー対策・・・・・・・・・・・・・・・P.32 26 薬剤師・・・・・・・・・・・・P.46

５ 精神疾患・・・・・・・・・・P.9 16 歯科保健対策・・・・・・・・・・・・・・・・P.33 27 看護職員・・・・・・・・・・・P.47

６ 救急医療・・・・・・・・・・P.12 17 今後高齢化に伴い増加する疾病等対策 ・・・・P.36 28 理学療法士等・・・・・・・・・P.48

７ 災害医療・・・・・・・・・・P.14 18 医療安全対策・・・・・・・・・・・・・・・・P.37 29 管理栄養士・栄養士・・・・・・P.49

８ へき地医療・・・・・・・・・P.16 19 医療情報の提供・・・・・・・・・・・・・・・P.37 30 その他医療従事者の役割・・・・P.49

９ 周産期医療・・・・・・・・・P.19 20 医療機関相互の役割分担と広域連携の推進・・・P.39 31 医療従事者の勤務環境改善・・・P.50

10 小児医療・・・・・・・・・・P.21 21 医療に関する情報化の推進・・・・・・・・・・P.40

11 在宅医療 ・・・・・・・・P.24 22 医薬品の適正使用の推進と供給体制の整備・・・P.41



№ 主な事業の推進状況
数値目標及び
達成状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針

1
・
・
・

　がん予防の推進
正しい知識の普及啓発
禁煙支援の体制整備
適切な分煙の推進

　SNSを活用した道民への健康づくり等に関す
る情報の発信やがん教育を推進するため、啓発
動画の作成やがん予防道民大会を開催するな
ど、道民に対しがんや生活習慣に係る正しい知
識の普及啓発を行っています。
　また、禁煙相談やたばこが健康に与える影響
に関する普及啓発のほか、小学校等からの依頼
に基づき未成年者喫煙防止講座などを道立保健
所において実施しています。

③一部に努力
を要する

2
・
・

・

　がんの早期発見
がん検診の普及啓発
特定健診との一体的な実施促進等
効果的な受診方法の検討
がん検診の精度維持・向上

　がん対策の推進に関する連携協定締結企業と
連携し、オンラインを活用した検診受診促進の
ためのセミナーの開催やがん検診等に関する
リーフレットを企業の家族や顧客へ配布したほ
か、市町村における検（健）診が始まる前に効
果的な受診勧奨ができるよう全道各所で「がん
を知る展」を開催するなどの普及啓発を実施し
ています。
　また、がん検診に従事する職員の資質向上の
ためなどの研修会を開催しています。
　

　

3
・

　がん登録の推進
普及啓発の実施

　がん登録・評価事業（委託）により、道内の
がん登録状況をとりまとめて公表しました。ま
た、がん情報の提供も随時行っています。

4
・

・

・
・

・

・

・

　がん医療連携体制の整備
がん診療連携拠点病院等がん医療
提供体制の整備促進
小児がん拠点病院と地域の医療機
関の連携体制の構築
緩和ケアの推進
がん医療を専門に行う医療従事者
の育成促進
がん診療連携拠点病院の第二次医
療圏ごとの整備
大学病院は「北海道高度がん診療
中核病院」としてがん医療への取
り組みを進める。
国が指定するがんゲノム医療中核
拠点病院等によるゲノム医療の連
携体制の構築や道民の理解の促進

　がん診療連携拠点病院及び地域がん診療病院
について、国の指定を受けたほか、がん診療連
携指定病院の新規指定及び指定更新を行い、が
ん医療提供体制の確保を図っています。
　北海道地域小児がん医療提供体制協議会にお
いて、小児がん、AYA世代のがんに関する情報
の共有を図っています。
　また、道内における小児がん医療及びがんゲ
ノム医療の提供体制について、ホームページで
の情報提供を行っています。
  なお、令和４年１月から小児がん・ＡＹＡ世
代のがん患者などに対する「妊よう性温存療
法」の治療費助成を開始し、制度を利用する方
が増えてきています。また、関係機関と連携
し、道民への啓発セミナーや医療従事者のため
の研修会等を開催しています。

北海道医療計画（H30～R5）の推進状況及び評価等

施策の展開内容等
疾病・
事業等

1 がん 【課題】
　検診の受診率に関しては、新型コロナウ
イルス感染症等の影響により、前回（令和
元年度）と比較しても、低い状況となって
おり、大きな課題となっている。
　また、喫煙率は前回調査時点（令和元年
度）と比較し、減少しているものの、全国
平均を上回っている状況であり、今後一層
の取組が必要です。

【今後の取組方針】
　がん検診の受診率の向上を図るため、市
町村や関係団体、企業等の皆様との協働に
よる様々な広報活動や受診勧奨を展開する
などして、取組を一層進めてまいります。
　また、たばこをやめたい人が身近な地域
で禁煙支援を受けやすい環境づくりに引き
続き取り組むとともに、「北海道受動喫煙
防止対策推進プラン」に基づき、受動喫煙
防止対策の総合的かつ計画的な推進を図り
ます。

７５歳未満がん年齢
調整死亡率は、年々
減少しているもの
の、目標値である全
国平均値に達してお
らず、がん検診受診
率も目標値に達して
いないため

５疾病・５事業及び在宅医療

評価（進捗状況）は次の４段階で実施

①全体的に順調

②比較的順調

③一部に努力を要する

④全体的に努力を要する

体 制
整 備

20 21 21 21 100.0%

胃 34.0 50.0 - 31.8 63.6%

肺 37.8 50.0 - 35.7 71.4%

大腸 34.6 50.0 - 33.4 66.8%

子宮頸 30.7 50.0 - 28.9 57.8%

乳 30.1 50.0 - 28.3 56.6%

喫煙率（％）　＊1 22.6 12.0以下 - 20.1
全国平均

（16.1）以上

男性 99.8
全国平均

以下

(全国82.4）

95.6 －
全国平均

（82.4）以上

女性 66.1
全国平均

以下
(全国53.6）

65.8
－

全国平均
（53.6）以上

＊1　「北海道がん対策推進計画」に準拠

＊2　目標値の考え方における「現状」は、計画策定時の数値を基本とする。

住 民
の 健
康 状
態 等

がんによる75歳未満年
齢調整死亡率（％）
＊1

進捗状況
現状値

（R2見直し
時）

がん診療連携拠点病院数（か所）
＊1

実 施
件 数

等

がん検診受診率（％）
＊1

指標区分 指標名（単位）
目標値
（R5）

R４実績Ｒ３実績

1



№ 主な事業の推進状況

1 5
・

・

　医療連携圏域の設定
がん診療連携拠点病院による専門
的な医療サービスの提供を目指す
二次医療圏単位
拠点病院等が未指定の7圏域は、
14圏域に所在する拠点病院等が第
三次医療圏を基本としてカバー

　がん診療連携拠点病院及び地域がん診療病院に
ついて、国の指定を受けたほか、道独自のがん診
療連携指定病院の新規指定及び指定更新を行い、
がん医療提供体制の確保を図っています。
　拠点病院等が未指定の圏域についても、近接し
た拠点病院等と関係機関が連携するなどしてがん
医療提供体制の確保を図っています。

6

・

 

・

歯科医療機関（病院歯科、歯科診
療所の役割）
周術期の患者に対し、拠点病院等
と連携して、歯科医療機関が専門
的口腔管理を行う取組を推進
病診連携や医科歯科連携による、
口腔がんに対する適切な歯科医療
を提供できるネットワークの充実

　がん患者が安心して歯科治療や口腔ケアなどの
口腔管理を継続して受けることができるよう、が
ん診療連携拠点病院と歯科医療機関との連携体制
を構築することを目指し、連携協力歯科医師認定
のための研修会を開催しました。

○連携登録歯科医数（R4）
　575人

○認定実績
　H29:24人、H30:25人、R3:8人、R4:3人
　※R1,R2は新型コロナウイルスの影響により開催
中止

7
・

・

・

・

・

薬局の役割
適切な禁煙の相談を受ける取組の
推進
禁煙補助薬の服薬管理などを通じ
たたばこを辞めたい人の禁煙支援
薬局における薬学的管理と患者へ
の適切な服薬指導
薬局における在宅患者に対する医
療用麻薬の適切な服薬管理
医療用麻薬の円滑な供給を図るた
めの地域の薬局と医薬品卸相互の
連携

　薬局や医療機関において、「お薬手帳」を交付
して医薬品に関する情報提供を行うとともに、服
薬状況を手帳に記録することにより、薬剤服用歴
の管理や副作用の把握を行いました。
　がんの医療連携体制の推進に係る取組として、
薬局を活用した在宅医療の推進を図るため、「訪
問薬剤管理指導実施体制整備促進事業」、「患者
のための薬局ビジョン推進事業」を実施しまし
た。
　令和３年８月から始まった認定薬局制度におい
て、がん等の専門的な薬学管理が必要な利用者に
対して、他の医療提供施設との密な連携を行いつ
つ、より高度な薬学管理や、高い専門性が求めら
れる特殊な調剤に対応できる薬局として、専門医
療機関連携薬局の認定基準が定められたことか
ら、適切に認定を行っています。

8
・

・

・

訪問看護ステーションの役割
がん患者の在宅生活移行に当たっ
ての病院看護師等の医療機関のス
タッフと訪問看護師の入院中から
の連携
在宅療養生活継続のがん患者に対
する適切な看護の提供と療養生活
の支援によるQOLの維持向上
在宅療養生活継続のがん患者に対
する治療後の心身の症状等に合わ
せた適切なケアの提供と看取り等
の取組

　北海道がん診療連携協議会等において、地域の
実情等について情報共有するとともに、道内のが
ん患者の支援の充実に向けた多職種連携を促進す
るための研修会を関係機関との共催で実施しまし
た。

【課題】
　令和４年８月に見直された国の「がん診療連携病院等の整備に関する指針」に基づくがん医療提供
体制の構築が必要です。

【今後の取組方針】
　引き続き、北海道がん診療連携協議会や関係医療機関と連携し、がん医療提供体制の充実を図るた
めの各種取組を推進します。

【課題】
　がんの化学療法や放射線治療に伴う口腔合併症や術後肺炎の発症予防のためには、がん診療連携拠
点病院と歯科医療機関との連携体制が必要

【今後の取組方針】
　引き続き、連携協力歯科医師認定に向けた研修機会の確保に努めるとともに、病院等において、が
んの化学療法や放射線治療を受ける患者等に対し、口腔の健康や口腔管理に関する普及啓発に努めま
す。

【課題】
　専門医療機関連携薬局の認知度向上が必要です。

【今後の取組方針】
　がん患者が、薬局を選択する際に、専門医療機関連携薬局であることを重視できるように、広く道
民への周知を行います。

【課題】
　がん患者や家族を支えるため、専門医や病院看護師等の医療機関と訪問看護師や、ケアマネー
ジャー、薬剤師等の多職種による連携体制の構築が必要です。

【今後の取組方針】
　引き続き、北海道がん診療連携協議会等において、情報共有するとともに、地域の実情に応じた多
職種連携を促進するための取組の推進に努めます。

課題と今後の取組方針
疾病・
事業等

施策の展開内容等

がん

2



№ 主な事業の推進状況
数値目標及び
達成状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針

1
・
・
・

　予防対策の充実
特定健康診査の普及啓発
生活習慣病の発症化予防
受動喫煙の防止

　生活習慣病の発症予防・重症化予防を図るた
め、健康づくりや発症予防に関連するイベント
やホームページを活用した情報発信等、広く道
民に普及啓発を図りました。
　受動喫煙防止対策については、令和2年3月に
「北海道受動喫煙防止条例」を制定、令和3年4
月に全面施行され、全ての方に望まない受動喫
煙を生じさせない「受動喫煙ゼロ」の実現を目
指し、条例の普及啓発や飲食店等に掲示する禁
煙ステッカーを配布するなど、様々な取組を進
めています。

②比較的順調

　急性期医療を担う
医療機関がない第二
次医療圏があるた
め、患者の受療動向
に応じた医療連携体
制の構築に努力が必
要です。
　地域連携クリティ
カルパス導入圏域数
に変化がないため、
未導入圏域への更な
る普及啓発が必要で
す。
　アウトカム数値
（住民の健康状態
等）については、調
査結果の最新値が公
表されていないため
基準値から変更はあ
りません。

【課題】
　疾病の発症予防のため、特定健康診査の
意義の周知や、ハイリスク者への支援、受
動喫煙防止対策の強化が求められていま
す。
　医療連携体制の充実のため、消防機関と
医療機関の連携、急性期から各病期に応じ
てリハビリテーションを受けられる体制な
どの充実が必要です。
　在宅療養体制が可能な体制となるため、
脳卒中の再発や合併症の予防、医療及び介
護サービスの連携が必要です。
【取組方針】
　道・市町村・医療保険者等が連携して、
特定健康診査の意義を広く道民に周知し、
健診受診による生活習慣病の早期発見・脳
卒中の危険因子がある者の早期支援に努め
ます。
　急性期から回復期、再発予防まで切れ目
なく適切な医療が提供できるよう、ICTネッ
トワークを活用した地域連携クリティカル
パスのアプリの普及をモデル圏域を設定し
計画的に推進するとともに、保健医療福祉
圏域連携推進会議等を活用し、患者の受療
動向に応じた連携体制の充実を図ります。

2
・

・

　脳卒中の急性期医療及び回復期リハビリテー
ションが実施可能な医療機関の調査を実施し、
ホームページで公表することにより急性期・回
復期・維持期における医療連携を促進していま
す。
「生活習慣病対策推進のための連携協定」の制
度を活用し、協定締結企業の協力を得て、関係
機関と連携しながら、急性期・回復期・維持期
医療機関、かかりつけ医、市町村等を対象とし
た研修会を開催するなどして、地域連携クリ
ティカルパスの普及啓発を図りました。
　ICTネットワークを活用した地域連携クリ
ティカルパスのアプリについて、パス導入機関
の協力を得て、導入について働きかけを行い、
その促進を図るとともに、医療機関への試験導
入を進めるなど、患者支援に関わる保健医療福
祉関係者が互いに患者情報を共有できるシステ
ムの活用促進に取り組んでいます。

疾病・
事業等

施策の展開内容等

　医療連携体制の充実
発症予防から応急手当、急性期医
療等の各期における医療機関及び
関係団体の取組を促進
地域連携クリティカルパス等を活
用した、連携体制の充実

2 脳卒中

54 61 56 54 88.5%

21 21 21 21 100.0%

22.6 12.0 ー ー

15 21 17 17 81.0%

男性 58.6 40.0 ー ー

女性 42.1 30.5 ー ー

55.9 61.3 ー ー

男性 34.7 32.0 ー ー

女性 21.0 20.1 ー ー

＊1　「北海道健康増進計画」（平成25年度～令和４年度）と調和を図る指標の目標値については、令和５年度も維持・向上とする。

在宅等生活の場に復帰した患者の割合（％）
住 民 の
健 康 状 態 等

急性期医療を担う医療機関数（か所）

回復期リハビリテーションが実施可能な医療機
関がある第二次医療圏数（医療圏）

実 施 件 数 等

喫煙率（％）　＊1

地域連携クリティカルパスを導入している第二
次医療圏数（医療圏）

脳血管疾患患者の年齢
調整死亡率（％）
（人口10万対）　＊1

高血圧有病者の割合
（％）
（40～74歳）　＊1

体 制 整 備

指標区分 指標名（単位）
目標値
（R5）

Ｒ３実績
現状値

（R2見直し時）
進捗状況Ｒ４実績
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№ 主な事業の推進状況

2 3
・
・

医療連携圏域の設定
発症後早期に適切な治療を開始す
ることが重要であることから、入
院医療サービスの完結を目指す圏
域である第二次医療圏とします。

圏域連携推進会議等の開催状況（R4年度）
　圏域連携推進会議（延）27回
　専門部会（延）　５回

4
・

・

歯科医療機関の役割
脳卒中発症者における誤嚥性肺炎
等の予防
急性期等の入院期間から在宅療養
に至るまでの適切な歯科治療、専
門的口腔ケア及び口腔機能訓練の
提供

　脳卒中の後遺症に関連する口腔機能低下による
誤嚥性肺炎の予防のため、医科や介護等の他分野
との連携を図る窓口として在宅歯科医療連携室を
設置し、在宅療養者や家族からの相談への対応
や、歯科医療機関受診にかかる連絡調整を行い、
適切な歯科医療、専門的口腔ケア、口腔機能訓練
等の提供に努めました。

5
・

・

薬局の役割
薬局における薬学的管理と患者へ
の適切な服薬指導
在宅患者における薬学的管理と患
者への適切な服薬指導
在宅療養に必要な医薬品や医療・
衛生材料等の供給

　薬局や医療機関において、「お薬手帳」を交付
して医薬品に関する情報提供を行うとともに、服
薬状況を手帳に記録することにより、薬剤服用歴
の管理や副作用の把握を行いました。
　脳卒中の医療連携体制の推進に係る取組とし
て、薬局を活用した在宅医療の推進を図るため、
「訪問薬剤管理指導実施体制整備促進事業」、
「患者のための薬局ビジョン推進事業」を実施し
ました。
　令和３年８月から始まった認定薬局制度におい
て、在宅医療への対応や入退院時を含め、他の医
療提供施設との服薬情報の一元的・継続的な情報
連携に対応できる薬局として、地域連携薬局の認
定基準が定められたことから、適切に認定を行っ
ています。

6

・

・

訪問看護ステーションの役割
脳卒中患者の在宅生活移行に当た
り、病院看護師等の医療機関のス
タッフと訪問看護師の入院中から
の連携
在宅療養生活継続の脳卒中患者に
対する適切な看護の提供と療養生
活の支援によるQOLの維持向上

　第二次医療圏ごとの多職種連携協議会の取組
や研修会において、関係者間の連携や相談支援
体制等にかかる在宅医療連携体制の整備に努め
ました。

【課題】
 　第二次医療圏域内で急性期医療を完結できない圏域は隣接する圏域及び札幌圏に入
院している状況であり、患者の受療動向を踏まえて、急性期における専門的治療を速や
かに受けることができるよう、消防機関と医療機関及び医療機関相互の連携体制の充実
が必要です。

【今後の取組方針】
 急性期医療が完結しない医療圏においては、患者の受療動向等を踏まえた広域的な連
携に関する協議の場として、保健医療福祉圏域連携推進会議等を活用しながら、患者情
報の共有や地域における課題等について意見交換を行うなど、病病連携・病診連携の更
なる推進を図り、必要な医療連携体制の確保に努めます。

【課題】
　脳卒中の後遺症に関連する口腔機能低下や誤嚥性肺炎を予防するため、適切な歯科治療、専門的口
腔ケア及び口腔機能訓練の提供や多職種連携の推進が必要

【今後の取組方針】
　引き続き、在宅歯科医療連携室を拠点としながら、適切な歯科治療、専門的口腔ケア及び口腔機能
訓練の提供に努めるとともに、誤嚥性肺炎の予防、口腔管理や食支援について、更なる普及啓発や多
職種連携の推進を図ります。

【課題】
　地域連携薬局の認知度向上

【今後の取組方針】
　患者が、薬局を選択する際に、地域連携薬局であることを重視できるように、広く道民への周知を
行います。

【課題】
　訪問看護ステーションが偏在している圏域では、訪問看護師による継続した在宅ケア
を受けることが難しい状況であり、地域の多機関・多職種と連携した取組が必要です。

【今後の取組方針】
　脳卒中患者が在宅生活に移行するにあたっては、病院看護師等の医療機関のスタッフ
と訪問看護師が入院中から連携し、在宅療養できる環境の整備に努めます。
　脳卒中の回復期及び維持期にある在宅療養者に対して、多機関・多職種と連携して心
身の状態や障がいに合わせた看護ケアの提供に努めます。

疾病・
事業等

施策の展開内容等 課題と今後の取組方針

脳卒中
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№ 主な事業の推進状況
数値目標及び
達成状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針

1
・
・
・

　予防対策の充実
特定健康診査の普及啓発
生活習慣病の発症化予防
受動喫煙の防止

　生活習慣病の発症予防・重症化予防を図るた
め、健康づくりや発症予防に関連するイベント
やホームページを活用した情報発信、講演会
等、広く道民に普及啓発を図りました。
　受動喫煙防止対策については、令和2年3月に
「北海道受動喫煙防止条例」を制定、令和3年4
月に全面施行され、全ての方に望まない受動喫
煙を生じさせない「受動喫煙ゼロ」の実現を目
指し、条例の普及啓発や飲食店等に掲示する禁
煙ステッカーを配布するなど、様々な取組を進
めています。 ③一部に努力

を要する

　急性期医療を担う
医療機関数維持・増
加のため、患者の受
療動向に応じた医療
連携体制の構築に努
力が必要です。
　地域連携クリティ
カルパス未導入圏域
への更なる普及啓発
が必要です。
　アウトカム数値
（住民の健康状態
等）については、調
査結果の最新値が公
表されていないため
基準値から変更はあ
りません。

【課題】
　疾病の発症予防のため、特定健康診査の意義
の周知や、ハイリスク者への支援、受動喫煙防
止対策の強化が求められています。
　医療連携体制の充実のため、消防機関と医療
機関の連携、急性期から各病期に応じてリハビ
リテーションを受けられる体制などの充実が必
要です。
　再発予防のため、治療や基礎疾患の管理、再
発時の対応について、地域の医療機関と専門的
医療機関の連携体制の充実が必要です。
【取組方針】
　道・市町村・医療保険者等が連携して、特定
健康診査の意義を広く道民に周知し、健診受診
による生活習慣病の早期発見・心血管疾患の危
険因子がある者の早期支援に努めます。
　急性期から回復期、再発予防まで切れ目なく
適切な医療が提供できるよう、ICTネットワー
クを活用した地域連携クリティカルパスのアプ
リ普及を、モデル圏域を設定し計画的に推進す
るとともに、保健医療福祉圏域連携推進会議等
を活用し、患者の受療動向に応じた連携体制の
充実を図ります。

2
・

・

　医療連携体制の充実
発症予防から応急手当、急性期医
療等の各期における医療機関及び
関係団体の取組を促進
地域連携クリティカルパス等を活
用した、連携体制の充実

　「生活習慣病対策推進のための連携協定」の
制度を活用し、協定締結企業の協力を得て、関
係機関と連携しながら、地域連携クリティカル
パス運営機関、急性期・回復期・維持期医療機
関・かかりつけ医・市町村等を対象とした研修
会を開催するなどして、地域連携クリティカル
パスの普及啓発を図りました。
　ICTネットワークを活用した地域連携クリ
ティカルパスのアプリについて、協定締結企業
の協力を得て、導入について働きかけを行い、
医療福祉関係者が互いに患者情報を共有できる
システムの活用促進に取り組んでいます。

3
・

・

　疾病管理・再発防止
多職種による多面的・包括的なリ
ハビリテーションの実施
慢性心不全の管理に関する、患
者・家族、医療・介護従事者等へ
の正しい知識の普及

　急性心筋梗塞の急性期医療及び心血管疾患リ
ハビリテーションが実施可能な医療機関の調査
を実施し、ホームページで公表することにより
急性期・回復期・慢性期における医療連携を促
進しています。
　急性期・回復期・維持期医療機関・かかりつ
け医・市町村等を対象とした研修会を開催する
などして、普及啓発を図りました。

施策の展開内容等

3

疾病・
事業等

心筋梗塞等
の

心血管疾患

58 67 65 66 98.5%

13 21 13 13 61.9%

22.6 12.0 ー ー

12 21 12 12 57.1%

男性 58.6 40.0 ー ー

女性 42.1 30.5 ー ー

男性 14.5 13.5 ー ー

女性 5.5 5.2 ー ー

＊1　「北海道健康増進計画」（平成25年度～令和４年度）と調和を図る指標の目標値については、令和５年度も維持・向上とする。

現状値
（R2見直し時）

進捗状況

喫煙率（％）　＊1

実 施 件 数 等
地域連携クリティカルパスを導入している第二次
医療圏数（医療圏）

指標区分 指標名（単位）
目標値
（R5）

Ｒ３実績

体 制 整 備

急性期医療を担う医療機関数（か所）

急性心筋梗塞年齢調整
死亡率
（％）（人口10万対）
＊1

高血圧有病者の割合
（％）
（40～74歳）　＊1

住 民 の
健 康 状 態 等

心血管疾患リハビリテーションが実施可能な医
療機関がある第二次医療圏数（医療圏）

Ｒ４実績
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№ 主な事業の推進状況

3 4
・
・

医療連携圏域の設定
　発症後早期に適切な治療を開始
することが重要であることから、
入院医療サービスの完結を目指す
圏域である第二次医療圏としま
す。

圏域連携推進会議等の開催状況（R4年度）
　圏域連携推進会議（延）27回
　専門部会（延）　５回

5
・

・

歯科医療機関の役割
慢性心不全患者に対する、口腔機
能及び口腔衛生の維持・管理
地域の循環器科等の医療機関と連
携した療養支援体制の充実

　慢性心不全の重症化を予防するためには、誤嚥
性肺炎や低栄養を予防する必要があることから、
地域の循環器科等の医療機関と連携した療養支援
体制の充実を図るとともに、医科や介護等の他分
野との連携を図る窓口として在宅歯科医療連携室
を設置し、在宅療養者や家族からの相談への対応
や、歯科医療機関受診にかかる連絡調整を行い、
適切な歯科医療、専門的口腔ケア、口腔機能訓練
等の提供に努めました。

6 薬局の役割
薬局における薬学的管理と患者へ
の適切な服薬指導
在宅患者における薬学的管理と患
者への適切な服薬指導
在宅療養に必要な医薬品や医療・
衛生材料等の供給

　薬局や医療機関において、「お薬手帳」を交付
して医薬品に関する情報提供を行うとともに、服
薬状況を手帳に記録することにより、薬剤服用歴
の管理や副作用の把握を行いました。
　心血管疾患の医療連携体制の推進に係る取組と
して、薬局を活用した在宅医療の推進を図るた
め、「訪問薬剤管理指導実施体制整備促進事
業」、「患者のための薬局ビジョン推進事業」を
実施しました。
　令和３年８月から始まった認定薬局制度におい
て、在宅医療への対応や入退院時を含め、他の医
療提供施設との服薬情報の一元的・継続的な情報
連携に対応できる薬局として、地域連携薬局の認
定基準が定められたことから、適切に認定を行っ
ています。

7 訪問看護ステーションの役割
　心疾患患者の在宅生活移行に当
たり、病院看護師等の医療機関の
スタッフと訪問看護師の入院中か
らの連携
　在宅療養生活継続の心疾患患者
に対する適切な看護の提供と療養
生活の支援によるQOLの維持向上

　第二次医療圏ごとの多職種連携協議会の取組
や研修会において、関係者間の連携や相談支援
体制等にかかる在宅医療連携体制の整備に努め
ました。

【課題】
　地域連携薬局の認知度向上

【今後の取組方針】
　患者が、薬局を選択する際に、地域連携薬局であることを重視できるように、広く道民への周知を
行います。

【課題】
　訪問看護ステーションが偏在している圏域では、訪問看護師による継続した在宅ケア
を受けることが難しい状況であり、地域の多機関・多職種と連携した取組が必要です。

【今後の取組方針】
　心疾患患者が在宅生活に移行するにあたっては、病院看護師等の医療機関のスタッフ
と訪問看護師が入院中から連携し、在宅療養できる環境の整備に努めます。
　在宅療養者に対して、心疾患の治療及びその治療に伴う諸症状に適切な看護を提供す
ると共に、再発予防に向けた基礎疾患・危険因子の管理や生活機能の維持・向上のため
のリハビリテーションを多機関・多職種と連携して実施します。

【課題】
　第二次医療圏域内で急性期医療を完結できない圏域は隣接する圏域及び札幌圏に入院
している状況であり、患者の受療動向を踏まえて、急性期における専門的治療を速やか
に受けることができるよう、消防機関と医療機関及び医療機関相互の連携体制の充実が
必要です。

【今後の取組方針】
　急性期医療が完結しない医療圏においては、患者の受療動向等を踏まえた広域的な連
携に関する協議の場として、保健医療福祉圏域連携推進会議等を活用しながら、患者情
報の共有や地域における課題等について意見交換を行うなど、病病連携・病診連携の更
なる推進を図り、必要な医療連携体制の確保に努めます。

【課題】
　慢性心不全患者の呼吸器合併症予防にあたっては、適切な歯科治療、専門的口腔ケア及び口腔機能
訓練の提供や多職種連携の推進が必要

【今後の取組方針】
　引き続き、在宅歯科医療連携室を拠点としながら、適切な歯科治療、専門的口腔ケア及び口腔機能
訓練の提供に努めるとともに、誤嚥性肺炎の予防、口腔管理や食支援について、更なる普及啓発や多
職種連携の推進を図ります。

疾病・
事業等

施策の展開内容等 課題と今後の取組方針

心筋梗塞等
の

心血管疾患

6



№ 主な事業の推進状況
数値目標及び
達成状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針

1
・
・

　予防対策の充実
特定健康診査の普及啓発
生活習慣の改善支援

　特定健診・特定保健指導の意義を広め、生活
習慣病の発症予防・重症化予防を図るため、市
町村・医療保険者等と連携したイベントの開催
や「ほっかいどう健康づくりツイッター」・
ホームページを活用し、広く道民に普及啓発を
行いました。
　道民の生活習慣の改善支援を充実させるた
め、各関係団体と共同で特定健診・特定保健指
導に携わる人材を育成する研修を実施しまし
た。
　「生活習慣病対策推進のための連携協定」の
制度を活用し、協定締結企業と糖尿病の発症予
防や重症化予防をテーマに関係者向けセミナー
等を開催し、医療連携体制の構築・推進や幅広
い知識の普及に努めました。

③一部に努力
を要する

　特定健診・特定保
健指導の実施率につ
いては、目標値への
到達に向け更なる努
力が必要です。
　地域連携クリティ
カルパス導入医療機
関は数値目標を達成
しています。
　アウトカム指標
（住民の健康状態）
については、目標値
への到達に向け、生
活習慣病の早期発
見・早期治療のため
の普及啓発や、患者
の受療動向に応じた
医療連携体制の構築
が必要です。

【課題】
　特定健診・特定保健指導の意義を広く道
民に周知するとともに、適切な生活習慣に
より発症予防や重症化予防の普及啓発が必
要です。
　未治療者への受診勧奨や糖尿病患者の疾
病管理、合併症予防を推進できるよう、か
かりつけ医と専門医療機関、歯科診療所及
び医療保険者等による連携体制の整備が必
要です。
　
【取組方針】
　道・市町村・医療保険者等が連携して、
特定健康診査の意義を広く周知するととも
に、関係団体及び部内関係課との連携によ
り、特定健康診査・特定保健指導の実施体
制の充実に努めます。
　三角柱等の資材を活用し、糖尿病連携手
帳等を用いた地域連携クリティカルパスを
眼科・歯科・薬局等に普及していく取組を
進めます。
　各二次医療圏における圏域連携推進会議
等を活用し、患者の受療動向に応じた連携
体制の充実を図ります。

　医療連携体制の充実
発症予防から応急手当、急性期医
療等の各期における医療機関及び
関係団体の取組を促進
糖尿病患者に対し、継続治療の必
要性に係る啓発の実施
地域連携クリティカルパス等を活
用した、連携体制の充実

　糖尿病医療を担う医療機関、糖尿病合併症
（糖尿病性網膜症）の治療を担う眼科医療機
関、参考として、糖尿病性腎症の治療を担う医
療機関、専門職（糖尿病療養指導士、腎臓病療
養指導士）のいる医療機関の調査を実施し、公
表することにより、医療連携を促進していま
す。
　糖尿病の重症化予防のために糖尿病及び慢性
腎臓病に関する講演会のオンライン開催やパネ
ル展を開催し、生活習慣の改善や継続治療の必
要性を広く住民に啓発しました。
　「糖尿病連携手帳」（日本糖尿病協会発行）
の活用促進を図るための啓発資材（三角柱・ミ
ニポップ）を、道立保健所等を通じてかかりつ
け医、糖尿病専門医、眼科医療機関、歯科医療
機関、薬局に配布しました。
　また、協定締結企業の協力を得て「糖尿病連
携手帳」を道立保健所に配布し、会議・研修で
活用する等、地域連携クリティカルパスの普及
啓発や導入促進・連携体制の充実を図っていま
す。

疾病・
事業等

4 糖尿病

2
・

・

・

施策の展開内容等

42.1 70.0 45.7 - 65.3%

15.5 45.0 18.4 - 40.9%

59.8 64.0 (59.8)*2 - 93.4%

456 485 457 510 105.2%

男性 9.0 8.0 (9.3)*3 - -

女性 4.1 3.3 (4.2)*3 - -

808 660 662 - -

＊1　「北海道健康増進計画」（平成25年度～令和４年度）と調和を図る指標の目標値については、令和５年度も維持・向上とする。

＊2　H28実績 ＊3　R1実績

糖尿病性腎症による新規人工透析導入患者数
（人）　＊1

実 施 件 数 等

糖尿病治療継続者の割合（20歳以上）（％）　＊
1

地域連携クリティカルパスを導入している医療機
関数（か所）

住 民 の
健 康 状 態 等

ＨｂＡ１ｃ値が6.5％以上の
者の割合（％）(40～74歳）

特定健診受診率（％）

特定保健指導実施率（％）
体 制 整 備

指標区分 指標名（単位）
目標値
（R5）

Ｒ３実績 進捗状況
現状値

（R2見直し時）
Ｒ４実績
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№ 主な事業の推進状況

4 3
・
・

医療連携圏域の設定
疾病管理や合併症予防について
は、かかりつけ医や専門医等の連
携が重要であることから、入院医
療サービスの完結を目指す圏域で
ある二次医療圏単位。

　糖尿病専門医がいる二次医療圏では、糖尿病の入院
医療サービスが概ね完結しています。専門医がいない
６圏域（南檜山、北渡島檜山、日高、富良野、留萌、
宗谷）のうち４圏域（南檜山、北渡島檜山、日高、宗
谷）については、入院自給率が80％に満たず、入院医
療サービスが完結しない状況です。また、南空知、北
空知、遠紋、根室（４圏域）では、隣接する医療圏に
一部患者が流出しており、入院自給率は80%未満となっ
ています。
　各二次医療圏域における圏域連携推進会議等を活用
し、広域的な連携に関する協議を行っています。
圏域連携推進会議等の開催状況（R4年度）
　圏域連携推進会議（延）27回
　専門部会（延）　4回
　検討会議（延）　34回

4
・

歯科医療機関の役割
糖尿病を有する歯周病患者に対す
る適切な歯科医療の提供

　医科歯科連携による糖尿病患者への支援体制の構築
を図るため、歯科医療従事者を派遣し、教育入院して
いる患者等に対して歯科口腔保健に係る健康教育を行
いました。

○開催実績
　H29：2回、H30：3回、R1：5回、R3：1回、R4：2回
　※R2は新型コロナウイルスの影響により中止

5
・

・

薬局の役割
薬局における薬学的管理と患者へ
の適切な服薬指導
在宅患者における薬学的管理と患
者への適切な服薬指導
在宅療養に必要な医薬品や医療・
衛生材料等の供給

　薬局や医療機関において、「お薬手帳」を交
付して医薬品に関する情報提供を行うととも
に、服薬状況を手帳に記録することにより、薬
剤服用歴の管理や副作用の把握を行いました。
　糖尿病の医療連携体制の推進に係る取組とし
て、薬局を活用した在宅医療の推進を図るた
め、「訪問薬剤管理指導実施体制整備促進事
業」、「患者のための薬局ビジョン推進事業」
を実施しました。
　令和３年８月から始まった認定薬局制度にお
いて、在宅医療への対応や入退院時を含め、他
の医療提供施設との服薬情報の一元的・継続的
な情報連携に対応できる薬局として、地域連携
薬局の認定基準が定められたことから、適切に
認定を行っています。

6

・

・

訪問看護ステーションの役割
患者・家族への支援によるQOL向
上。
合併症の予防や早期発見、急性増
悪時の対応について、患者・家族
及び支援関係者と平常時からの連
携。

　二次医療圏ごとの圏域連携推進会議等におい
て多職種による連携体制の整備に努めていま
す。

【課題】
　歯周病は全身的に軽微な慢性炎症を引き起こし、糖尿病の発症や悪化を招く可能性が示唆されてお
り、糖尿病患者等に対する普及啓発が必要

【今後の取組方針】
　引き続き、糖尿病患者の教育入院や糖尿病教室を実施する医療機関において、歯科医療従事者が歯
科保健指導や歯科健康教育を行います。
　また、病院歯科や歯科診療所は、医療機関から糖尿病を有する歯周病患者の紹介があった場合、適
切な歯科医療の提供に努めます。

【課題】
　地域連携薬局の認知度向上

【今後の取組方針】
　患者が、薬局を選択する際に、地域連携薬局であることを重視できるように、広く道
民への周知を行います。

【課題】
・糖尿病治療は、合併症などの重症度に合わせて、専門医及びかかりつけ医のほか訪問
看護師等の多職種と連携した患者管理が求められていることから多職種による連携体制
の構築が必要です。

【今後の取組方針】
・糖尿病及び合併症の治療やそれに伴う諸症状について、適切な療養行動を維持できる
よう患者・家族を支援し、生活の質の向上に努めます。
・糖尿病の重症化予防や口腔ケア・フットケアなどによる合併症の予防や早期発見、急
性増悪時の対応について、患者・家族及び支援関係者と平常時からの連携を促進しま
す。

【課題】
　二次医療圏域内で入院医療サービスが完結できない圏域は、隣接する医療圏に流出し
ている状況です。糖尿病治療は、合併症などの重症度に合わせて、専門医及びかかりつ
け医のほか、眼科・皮膚科・歯科などの診療科と連携した患者管理が求められているこ
とから、入院医療が完結しない医療圏については、隣接する医療圏等、受療動向を踏ま
えた広域的な連携が必要です。

【今後の取組方針】
　専門治療や慢性合併症治療が完結しない医療圏においては、患者の受療動向等を踏ま
えた広域的な連携に関する協議の場として、各二次医療圏における圏域連携推進会議等
を活用しながら、患者情報の共有や地域における課題等について意見交換を行うなど、
かかりつけ医と専門医との連携や多職種連携の更なる推進を図り、必要な医療連携体制
の整備に努めます。

糖尿病

施策の展開内容等 課題と今後の取組方針
疾病・
事業等
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№ 主な事業の推進状況
数値目標及び
達成状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針

5 1 かかりつけ医への研修等による連
携体制の促進

　北海道医師会及び札幌市との共催で、かかり
つけ医等うつ病対応力向上研修を実施していま
す。また、令和５年３月に第４期北海道自殺対
策行動計画を策定しています。

2 保健所や市町村等相談支援従事者
を対象とした、自殺対策、ひきこ
もり、依存症等の支援に関する技
術支援、研修の実施

【自殺対策】：保健所職員及び市町村職員自殺
対策研修、こころの電話相談員勉強会等を実施
しています。
【ひきこもり】：保健所や市町村を含む関係機
関の支援者連絡会議（学習会を含む）を実施し
ています。
【依存症】：保健所職員や市町村職員、児童相
談所職員等を対象にした依存症研修を実施して
います。また、令和５年３月に第２期北海道
ギャンブル等依存症対策推進計画、令和３年３
月に第２期北海道アルコール健康障害対策推進
計画を策定しています。

3 コメディカルスタッフや地域の相
談機関職員等を対象とした、連携
方法に関する研修の実施

　道立精神保健福祉センターにおいて、保健所
職員や市町村職員、児童相談所職員等を対象に
した多様な分野の研修を行い、学びを通して医
療機関との連携について意識する機会を提供し
ています。
　また、医療機関向けの依存症研修において、
治療や早期介入を含む対応方法について学ぶ機
会を提供（依存症治療拠点機関に委託して実
施）するほか、26保健所で自殺対策に係る連携
体制の構築のため、医療機関等との連携会議を
実施しています。

②比較的順調

新型コロナウイルス
感染症の影響から、
一部の研修等につい
てWEBを活用するな
ど、実施方法を工夫
して対応しました。

早期退院率について
は、国において未公
表のため観測ができ
ません。

【課題】
　減少傾向が続いていた自殺者数が
R3、R4と増加していること、精神科医
師の確保が困難な地域があること、
「精神障害者にも対応した地域包括ケ
アシステム」に係る取組の推進が必要
であることといった課題があります。

【今後の取組方針】
　かかりつけ医や保健所・市町村、コ
メディカルスタッフや地域の相談機関
職員等を対象とした各種精神保健医療
に係る研修について、地方も含め、引
き続き実施していきます。
　過疎地における精神医療について、
引き続き基幹病院からの医師の派遣に
より維持されるよう取り組みます。
　「精神障がいにも対応した地域包括
ケアシステム」の構築については、障
がい福祉計画に基づき取組を進めま
す。

精神疾患

疾病・
事業等

施策の展開内容等
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№ 主な事業の推進状況
数値目標及び
達成状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針

5 4 精神科医師の派遣事業の実施 　令和５年４月１日現在、本別町国保病院、町
立寿都診療所、広尾町国保病院、今金町国保病
院に対し、近隣の基幹精神科病院から精神科医
等を派遣し、４地域で事業を実施しています。

5 「精神障がいにも対応した地域包
括ケアシステム」の構築に向け
た、市町村ごとの協議の場の設置
推進

　市町村における協議の場の設置状況について
は、国の調査を活用し把握しています。
　保健所や精神障がい者地域生活支援センター
を中心として、会議等を活用し、市町村への設
置推進を行っています。

6 医療連携圏域の設定 　精神疾患に係る医療連携圏域を第二次医療圏
単位としたことで、受診へのアクセスのしやす
さや必要時の入院を含む適切な医療の提供と合
わせて、地域における保健・福祉・介護サービ
ス等の地域を支える機能等との連携を図りまし
た。
　精神科救急・身体合併症の対応等、高度で専
門的な医療サービスの提供体制については、道
央圏を３分割した８圏域体制を基本とし、北海
道精神科救急医療体制連絡調整委員会等の協議
の場を通じて、精神科医療体制の構築を図りま
した。

7 歯科医療機関の役割
　認知症のある高齢者等では、歯
の痛み、歯周病や口内炎等の炎症
に伴う痛み、義歯の不具合等の問
題により、ＢＰＳＤ（認知症に伴
う行動障害・精神症状）を引き起
こす可能性があることから、適切
な歯科医療や口腔ケアの提供に努
めます。
　また、認知症要介護高齢者等に
対しては、歯科医療従事者と介護
職等が連携して食事の観察やカン
ファレンスを行うなど、口から食
べる楽しみの支援を行います。

　通常の歯科受診が困難と思われる障がい者に対し、
可能な範囲において歯科保健指導や治療を行う「北海
道障がい者歯科医療協力医」の養成と指定を行いまし
た。
○指定歯科医師数（R5.4月現在）
　232人

　居宅や施設等で生活する認知症を有する要介護高齢
者やその家族を支援するため、歯科医療従事者に対
し、認知症ケアの基礎知識や歯科診療を行う上で配慮
すべきこと等を習得するための研修を実施しました。
○開催実績
H29:6回（279名）、H30:6回（319名）、R1:6回（244
名）、R2:3回（50名）、R3:6回（84名）、R4:6回（173
名）

【課題】
（医療連携圏域）
　受診へのアクセスのしやすさや必要時の入院を含む適切な医療の提供と合わせて、地
域における保健・福祉・介護サービス等と連携した地域生活を支える機能等が求められ
ます。
（高度で専門的な医療サービスの提供体制）
　医療資源の少ない地域での完結が難しいことや本道の広域性を考慮した医療連携体制
の構築が必要です。

【今後の取組方針】
　精神疾患に係る医療連携圏域は、引き続き、入院医療サービスの完結を目指す圏域で
ある第二次医療圏単位とします。
　精神科救急・身体合併症の対応等、高度で専門的な医療サービスの提供体制について
は、引き続き、高度で専門的な医療サービスの提供を目指す圏域である第三次医療圏を
基本として、道央圏を３分割した８圏域体制を基本に、北海道精神
科救急医療体制連絡調整委員会等の協議の場を通じ、隣接する圏域等と連携を図りなが
ら、医療連携体制を構築します。

【課題】
　歯の痛み、歯周病や口内炎等の炎症に伴う痛み、義歯の不具合等の問題による、BPSD（認知症に伴
う行動障害・精神症状）に適切に対応できるよう、歯科医療従事者の資質の向上が必要

【今後の取組方針】
　障がい者や認知症を有する高齢者が適切な歯科医療を受けられるよう、引き続き、歯科医療従事者
の資質の向上に努めるともに、北海道障がい者歯科医療協力医の周知を図ります。
　

精神疾患

疾病・
事業等

施策の展開内容等

体 制 整 備 22 30 23 24 80.0%

59.4 69.0 - - 86.1%

79.3 86.0 - - 92.2%

87.2 92.0 - - 94.8%

316 316 - - 100.0%

進捗状況

＊2　目標値の考え方における「現状」は、計画策定時の数値を基本とし、中間見直しにおいて新た
に追加した目標数値の「現状」は中間見直し時の数値とする。

Ｒ４実績

＊1　21圏域のうち未整備圏域の医療資源や地域バランスに配慮して整備

認知症疾患医療センター（地域型・
連携型）の整備数（医療機関数）
＊1

入院後３か月時点での退院率（％）　

入院後６か月時点での退院率（％）

入院後１年時点での退院率（％）

精神病床から退院後の１年以内の
地域における平均生活日数（地域
平均生活日数）（日）

指標区分 指標名（単位）
目標値
（R5）

Ｒ３実績

住 民 の
健康状態等

現状値
（R2見直し

時）
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№ 主な事業の推進状況

5 8
・

・

薬局の役割
　精神疾患に対する一層の理解を
深めるため、精神科医療に関する
研修会に薬局薬剤師が積極的に参
加するとともに、薬局において、
睡眠改善薬などの市販薬の販売時
や相談の機会を通じて、適切な医
療が必要と考えられる者に対し、
受診勧奨を行うほか、専門医療機
関や相談機関の紹介に努めます。
　向精神薬等の過量服用や薬物依
存を未然に防ぐためには、患者が
薬物治療について正しく理解し、
適切に服薬などを行うことが重要
であることから、薬局において、
薬剤服用歴の管理、服薬状況や副
作用の把握等の薬学的管理を行う
とともに、患者への適切な服薬指
導などに努めます。

　薬局や医療機関において、「お薬手帳」を交
付して医薬品に関する情報提供を行うととも
に、服薬状況を手帳に記録することにより、薬
剤服用歴の管理や副作用の把握を行いました。
　精神疾患の医療連携体制の推進に係る取組と
して、薬局を活用した在宅医療の推進を図るた
め、「訪問薬剤管理指導実施体制整備促進事
業」、「患者のための薬局ビジョン推進事業」
を実施しました。
　令和３年８月から始まった認定薬局制度にお
いて、在宅医療への対応や入退院時を含め、他
の医療提供施設との服薬情報の一元的・継続的
な情報連携に対応できる薬局として、地域連携
薬局の認定基準が定められたことから、適切に
認定を行っています。
　薬剤師が認知症患者と接する能力を身につけ
るために「認知症対応力向上研修事業」におい
て研修を開催しました。

9
・

・

・

訪問看護ステーションの役割
 主治医や医療機関の看護師等と
連携し、入院中から在宅療養環境
の整備に努めます。
 在宅療養中の精神疾患及びその
治療に伴う諸症状を把握し、服薬
等の適切な療養行動を維持できる
よう患者・家族を支援し、生活の
質（ＱＯＬ）の向上を目指しま
す。
 在宅療養中の病気や障がいの状
況に合わせ、生活リズムの安定、
社会活動や交流における対人関係
の調整を支援するともに、地域住
民及び保健・医療・福祉等関係者
の連携に努めます。

　定期的通院や服薬継続のための指導・管理な
ど、精神疾患や障がいの状況に応じた看護を提
供するほか、医療機関や保健所、関係機関と連
携して、精神障がい者の地域移行の支援に努め
ています。

【課題】
　地域連携薬局の認知度向上が必要です。

【今後の取組方針】
　患者が、薬局を選択する際に、地域連携薬局であることを重視できるように、広く道
民への周知を行います。

施策の展開内容等 課題と今後の取組方針

【課題】
　「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム」に係る取組の推進が必要です。

【今後の取組方針】
　引き続き、在宅療養における定期的通院や服薬指導など精神疾患や障がいの状況に応
じた看護の提供に努めるほか、関係機関との情報共有や連携の充実を図り精神障がい者
の地域移行の支援に努めます。

精神疾患

疾病・
事業等
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№ 主な事業の推進状況
数値目標及び
達成状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針

1
・

・

　初期救急医療体制の充実
市町村を単位とした初期救急医療
の確保
医師会、保健所、二次・三次医療
機関との連携推進

　在宅当番医制や休日夜間急患センター等によ
り体制を確保しています。

➁比較的順調

　計画していた必要
な施策を実施するこ
とにより、年度末時
点の数値目標を概ね
達成できています。

【課題】
　少子高齢化や核家族化により、救急
医療の需要は増加傾向にあり、医療資
源の偏在が著しい本道においては迅速
な救急搬送体制が必要です。

2
・

・

　二次救急医療体制の充実
第二次医療圏を単位とした重症患
者の救急医療24時間365日体制で
実施
初期・二次医療機関の医療機能の
明確化と役割分担の適正化に向け
た関係機関の連携推進

　２１のすべての第二次医療圏で病院群輪番制
参加医療機関や救急告示医療機関により体制を
確保しています。

【今後の取組方針】
　在宅当番医療機関や救急告示医療機
関の支援により初期救急医療体制及び
二次救急医療体制の充実を図ります。
　また、救命救急センターへの支援や
ドクターヘリ等の航空機を活用し、三
次救急医療体制の充実に努めます。

3
・

・

　三次救急医療体制の充実
第三次医療圏を単位とした重篤・
重症患者に対する救命医療の確保
ドクターヘリのより効果的な運行
を図るため、関係機関との連携の
一層の推進

　６つのすべての第三次医療圏において、２４
時間、３６５日体制で救命医療を行う救命救急
センター１３か所を確保しており、その運営に
対し財政支援を行っています。
　北海道航空消防防災関係機関連絡協議会や北
海道ヘリコプター等運用調整会議などを開催し
ています。

4
・

・

　救急搬送体制の充実
ドクターヘリ等の航空機の活用及
び高規格救急自動車の整備促進
メディカルコントロールに基づく
病院前救護体制の充実

　救急車によるほか、ドクターヘリ、消防防災
ヘリコプター等を活用するなど充実を図ってい
ます。
　北海道救急業務高度化推進協議会を開催して
います。

5
・

・

・

・

　道民への情報提供や普及啓発
救急医療に関する情報提供の実施
AEDの整備促進、救急法等講習会
等の普及啓発
救急医療機関と救急車の適切な利
用に関する普及啓発
関係機関の連携推進

　「救急の日」等において、医師会や消防機関
などと連携し、救急法等講習会の実施やポス
ター・リーフレット等の配布等により救急医療
機関や救急車の適切な利用等に関する普及啓発
を行っています。
　なお、救急法等講習会は新型コロナウイルス
感染症の影響により、令和２年度から開催回数
が減少しています。

施策の展開内容等

6

疾病・
事業等

救急医療
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№ 主な事業の推進状況

6 6
・

医療連携圏域の設定
救急医療に係る医療連携圏域は、
症状等に応じて、次のとおり設定
初期救急医療→第一次医療圏
二次救急医療→第二次医療圏
三次救急医療→第三次医療圏

　初期救急医療は、市町村を単位とする第一次
医療圏を設定しており、在宅当番医制及び休日
夜間急患センターによる体制確保、救急機関や
救急車の適切な利用などの普及啓発を行いまし
た。
　第二次医療圏は、比較的高度で専門性の高い
医療サービスを提供し、入院医療サービスの完
結をめざす医療圏を設定しており、病院群輪番
制参加医療機関や救急告示医療機関による体制
を確保しました。
　救急車による患者搬送実績を調査したとこ
ろ、患者の大多数は第二次医療圏内の病院に搬
送されている実態を把握しました。
　第三次医療圏は、高度で専門的な医療サービ
スを提供する医療圏を設定しており、救命救急
センターの設置やドクターヘリの運航などによ
り、高度で専門的な医療サービスを提供してい
ます。

7
・

・

歯科医療機関の役割
各郡市歯科医師会が実施する歯科
診療所の輪番制又は歯科保健セン
ターを活用した休日救急歯科医療
体制を支援
口腔顎顔面外傷に対する歯科診療
所と病院歯科等の高次歯科医療機
関との病診連携や医科歯科連携の
充実

　休日・夜間歯科診療を行う郡市歯科医師会に
対する財政支援を行いました。
　休日夜間又は災害時における救急患者への歯
科診療体制確保とその円滑な運営に向けた基盤
整備を図るため、北海道歯科医師会が行う救急
医療対策に係る事業に対し、財政支援を行いま
した。

8
・

薬局の役割
休日・夜間の調剤応需のほか、市
販薬を含めた医薬品等の供給体制
の充実

　薬局による輪番制や当番医療機関の近隣薬局
により処方せん受入体制を確保しています。
　24時間対応を原則とするかかりつけ薬局や健
康サポート薬局制度、認定薬局制度を推進して
います。

9
・

・

訪問看護ステーションの役割
救命救急医療機関等から退院する
患者に対し、関係機関との連携の
下、治療の継続を支援
在宅療養者の急変時に対応できる
よう、関係者との情報共有及び連
携を実施

　北海道在宅医療推進支援センターを設置し、
課題分析や在宅医療に係る先進事例集の作成、
各種研修会を実施しています。
　第二次医療圏ごとに設置する多職種連携協議
会などにより、各種研修会の開催や連携体制の
整備に取り組んでいます。

【課題】
　地域によっては初期救急医療を二次救急医療機関が担っているなどの状況を踏まえ、
医療機能の明確化と分担を促進することが必要です。

【今後の取組方針】
　在宅当番医療機関や救急告示医療機関の支援により初期救急医療体制及び二次救急医
療体制の充実を図るとともに、救命救急センターへの支援やドクターヘリ等の航空機を
活用し、三次救急医療体制の充実に努め、体系的な救急医療体制を確保します。

【課題】
　各地域において、歯科医療機関同士が互いに協力・連携しながら病診連携が行われて
おり、高次歯科医療を提供できるネットワークの維持が必要

【今後の取組方針】
　引き続き、大学病院や歯科医師会等の関係団体と連携を図るとともに、歯科医師会の
協力を得て、各郡市歯科医師会単位で歯科保健センターを活用した拠点型施設又は歯科
診療所の輪番制により休日救急歯科医療の確保に努めます。

【課題】
　24時間対応薬局の認知度向上が必要です。

【今後の取組方針】
　患者が、安心して地域で医療を受けることができるように、地域の医療提供体制につ
いて、広く道民への周知を行います。

【課題】
　患者の病状急変時における往診や訪問看護等の体制確保が必要です。

【今後の取組方針】
　患者の病状急変時に対応できるよう、第二次医療圏ごとに設置している多職種連携協
議会の活用により、在宅医療を担う関係機関の相互の連携体制の構築を目指します。

施策の展開内容等 課題と今後の取組方針

救急医療

疾病・
事業等
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№ 主な事業の推進状況
数値目標及び
達成状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針

1

・

・
・

・

・

　災害医療の連携体制の構築や災
害医療体制の確保
災害拠点病院において、災害時に
地域の医療機関を支援
DMAT派遣
北海道災害医療コーディネータの
育成、体制整備
ドクターヘリ等航空医療体制の充
実強化
基幹災害拠点病院の充実、災害拠
点病院間の連携強化

  北海道のＤＭＡＴの運営及び災害医療体制の
構築に関して、「北海道ＤＭＡＴ等検討ワーキ
ンググループ」で検討しました。
　北海道災害医療コーディネーター養成を進め
ています。
　大規模災害時におけるドクターヘリの運用体
制に係る要領を策定し、ドクターヘリ基地病院
との連携を図る体制を整備しました。

③一部に努力
を要する

  計画していた施策
を実施することによ
り概ね数値目標を達
成しているが、ＥＭ
ＩＳ研修・訓練を実
施している病院の割
合が未達成となって
います。

【課題】
　災害医療体制の維持・強化やＤＭＡ
Ｔの養成などに取り組む必要がありま
す。

【今後の取組方針】
　ＥＭＩＳ研修・訓練を含めて、各種
研修・訓練等を実施します。

2
・
・
・
・

・

　災害拠点病院の強化
耐震化の促進
災害拠点病院等連絡協議会の開催
防災マニュアル、業務継続計画の
策定促進
定期的な訓練、各種研修等への受
講促進、体制強化

 すべての災害拠点病院において、業務継続計
画を策定しました。

3
・

　災害派遣医療チーム（ＤＭＡ
Ｔ）の整備
研修参加による人材育成や定期的
な訓練の実施

  すべての災害拠点病院においてＤＭＡＴの整
備を行うとともに、隊員の技能維持・向上を図
るため、北海道災害医療従事者研修、北海道ブ
ロックＤＭＡＴ実働訓練などの各種訓練及び技
能維持研修等を実施しました。

4

・

　広域災害・救急医療情報システ
ム（ＥＭＩＳ）の整備
定期的な入力訓練の実施促進

  各医療機関におけるＥＭＩＳの整備を進める
とともに、災害時における円滑な運用ができる
よう、各種研修等においてもＥＭＩＳ入力訓練
を実施しました。
　保健所職員を対象としたＥＭＩＳ入力訓練を
含む北海道災害急性期対応研修を実施し、各地
域における病院を対象とした定期的な入力訓練
の実施を促進しました。

災害医療7

疾病・
事業等

施策の展開内容等

21 21 21 21 100.0%

21 21 21 21 100.0%

100 100 97.1 97.1 97.1%

46 44 60 60 136.4%

8 9 15 15 166.7%

100 100 100 100 100.0%

18.6 100 67 40 40.0%

現状値
（R2見直し

時）
進捗状況

災害拠点病院整備第二次医療圏
数（医療圏）

北海道DMAT指定医療機関整備
第二次医療圏数（医療圏）

体 制 整 備

目標値
（R5）

Ｒ３実績 Ｒ４実績

災害拠点病院における耐震化整
備率（％）

災害医療コーディネーター任命数

災害時小児周産期リエゾン任命数

実施件数等

災害拠点病院における業務継続
計画（ＢＣＰ）の策定率（％）

ＥＭＩＳ操作を含む研修・訓練を実
施している病院の割合（％）

指標区分 指標名（単位）
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№ 主な事業の推進状況

5
・

医療連携圏域の設定
災害医療に係る医療連携圏域は国
の通知において原則、二次医療圏
ごとに地域災害拠点病院を整備す
る必要があるとされていることか
ら、本計画に定める第二次医療圏
を基本とする。

すべての第二次医療圏において災害医療を担う
「災害拠点病院」、災害急性期に活動できる
「北海道ＤＭＡＴ」及び道災害対策対策本部に
置く「北海道災害医療コーディネーター」を整
備している。

6
・

・

歯科医療機関の役割
災害発生時において関係機関が連
携し歯科救護所の開設・運営、も
しくは避難所や仮設住宅への巡回
歯科診療等を実施するなど口腔機
能低下や誤嚥性肺炎予防に向けた
支援
災害犠牲者身元確認作業及び身元
確認の有力な手掛かりとなるカル
テ等診療情報の提供

　北海道と歯科医師会が締結した「災害時の歯
科医療救護活動に関する協定書」に基づき、災
害発生時には、地域の歯科医師会を中心とし
て、歯科救護所の開設・運営並びに避難所及び
仮設住宅への巡回歯科診療、巡回口腔ケア等を
実施し、義歯紛失等による摂食嚥下障害や咀嚼
障害を有する被災者への歯科医療提供及び高齢
者の口腔機能の低下による誤嚥性肺炎の予防に
努めました。

7
・

・

薬局の役割
災害発生時における薬局薬剤師の
派遣体制を確保
救護所における医薬品や衛生材料
の需給状況の把握や管理などを実
施できる体制づくり

　平時において、北海道薬剤師会と「災害時の
医療救護活動に関する協定書」を締結すること
により、災害時における薬剤師派遣体制を整え
ています。
　北海道医薬品卸売業協会と「災害時における
医薬品等の供給に関する協定書」を締結するこ
とにより、災害時における医薬品等の安定供給
体制を整えています。
　「北海道災害薬事コーディネータ設置要領」
を定め、平時から北海道薬剤師会と連携するこ
とによって、災害時に救護所等において医薬品
等の円滑な供給及び管理を行う災害薬事コー
ディネータ設置体制を整えています。

8
・

訪問看護ステーションの役割
訪問看護ステーション利用者の災
害時支援計画を策定し平時からの
対策を推進

　北海道在宅医療推進支援センターを設置し、
課題分析や在宅医療に係る先進事例集の作成、
各種研修会を実施しています。
　第二次医療圏ごとに設置する多職種連携協議
会などにより、各種研修会の開催や連携体制の
整備に取り組んでいます。
　市町村に対して避難行動要支援者の避難者名
簿の作成や名簿に基づく個別計画の作成を周知
しています。

【課題】
　災害薬事コーディネータになる人材の不足しています。

【今後の取組方針】
　広域な北海道で発生する災害に備えるためには、多くの災害薬事コーディネータが必
要となるため、より多くの薬剤師が研修を受けることができるような体制を整えます。

【課題】
　訪問看護の利用者は、災害時における要配慮者が多いことから、関係機関との役割分
担を決めるなどして個別の計画を策定することが必要です。

【今後の取組方針】
　災害発生時に対応できるよう、市町村における要配慮者対策の促進や第二次医療圏ご
とに設置している多職種連携協議会の活用により、在宅医療を担う関係機関の相互の連
携体制の構築を目指します。

【課題】
大規模または広域的な災害時においては、第二次医療圏での完結が困難な場合も想定さ
れる。

【今後の取組方針】
平時から圏域を超えた連携がさらに深化するよう、引き続き災害拠点病院等連絡協議会
等を通じた取り組みを進めます。

【課題】
　発災時における、地域の環境に応じた連携体制や歯科医療体制の構築が必要

【今後の取組方針】
　引き続き、地域の歯科医師会を中心として、歯科衛生士会、歯科技工士会等が連携
し、歯科救護所の開設・運営並びに避難所及び仮設住宅への巡回歯科診療、巡回口腔ケ
ア等を実施し、義歯紛失等による摂食嚥下障害や咀嚼障害を有する被災者への歯科医療
提供及び高齢者の口腔機能の低下による誤嚥性肺炎の予防に努めます。
　また、口腔内所見による災害犠牲者身元確認作業及び身元確認の有力な手掛かりとな
るカルテ等診療情報の提供等に努めます。

疾病・
事業等

施策の展開内容等 課題と今後の取組方針

7 災害医療
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№ 主な事業の推進状況
数値目標及び
達成状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針

1
・

　へき地における保健指導
無医地区等の実情に即した保健指
導の実施

　地域保健活動の充実を図るため、保健所にお
いては、各地域における保健活動実施上の課題
について共有し、活動を推進するための体制強
化や人材確保定着等に関する方策等について検
討する地域保健活動強化検討会を開催しまし
た。

【課題】
　へき地医療拠点病院における巡回診
療、へき地診療所への医師派遣などに
ついては、医師不足などの理由によ
り、実施機関が少ない状況です。

【今後の取組方針】
　へき地診療所の運営費や施設・設備
整備に対する支援を行い、引き続き、
へき地医療の確保に努めるとともに、
へき地医療拠点病院が行うへき地医療
支援活動の取組が進むよう支援しま
す。

　体制整備において
は、へき地診療所数
は、医療計画の中間
見直し時と比較し
て、新たに１０箇所
増加しており、目標
値を超える達成状況
となりました。
　

　へき地医療拠点病
院における巡回診療
や遠隔診療等の診療
支援の件数は、横ば
いであり、現時点で
は、目標値に達して
いません。

④全体的に努
力を要する

　へき地における診療の機能
へき地診療所等の施設設備整備
費、運営費に対する支援
道立診療所の医師確保に努めると
ともに、地域医療事情等を勘案し
ながら設置主体の変更などを推
進。
自治医科大学卒業医師や各種医師
派遣事業により、常勤医及び代診
医を確保
総合診療医の確保、活用
患者搬送体制の整備支援
高規格救急車、消防防災ヘリコプ
ター、ドクターヘリなどによる救
急搬送体制の整備
航空医療体制の整備を進め、高
度・専門的医療を受けられる体制
を確保
へき地診療所とへき地医療拠点病
院の連携強化

8

2
・

・

・

・

・
・

・

・

疾病・
事業等

施策の展開内容等

へき地医療

　へき地診療所の運営費や施設・設備整備に対
し助成しました。

　一部の道立診療所おいて不在となっている常
勤医師について、引き続き確保に努めました。

　医師不足地域の医療機関へ自治医科大学卒業
医師や地域枠医師を配置するほか、ドクターバ
ンク事業等により常勤医や代診医の確保に取り
組みました。

　日本プライマリ・ケア連合学会北海道ブロッ
ク支部や総合診療専門医を取得した医師を指導
医として養成する施設に事業経費を助成するほ
か、総合診療医の特設ＰＲサイトを立ち上げ、
地域で活躍する総合診療医に係る好事例の発信
に取り組みました。

　市町村等が行うへき地患者輸送事業やへき地
患者輸送車の整備に対し助成し、患者搬送体制
を支援しました。

　救急車のほか、消防防災ヘリコプターやドク
ターヘリ等の活用を図り、救急搬送体制の確保
に取り組みました。

　へき地の住民が高度・専門的医療を受けられ
る体制を確保するため、患者搬送固定翼機（メ
ディカルウイング）の計画的な運航に努めまし
た。

　へき地医療拠点病院が行う代診医派遣に対し
助成し、へき地診療所への支援に努めました。
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№ 主な事業の推進状況
数値目標及び
達成状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針

3

・

・

・

・

・

・

　へき地の診療を支援する医療の
機能
へき地医療拠点病院が行うへき地
医療支援活動への支援
遠隔医療や診療情報の共有ネット
ワーク化に必要な機器整備への支
援
自治医科大学卒業医師や各種医師
派遣事業により、へき地診療を支
援する医師を確保
へき地医療拠点病院やへき地医療
を担う社会医療法人以外の医療機
関からへき地診療所等への代診医
派遣への支援
救急医療情報システムや小児救急
電話相談事業の普及啓発
社会医療法人の認定要件にへき地
医療を担う中核的な病院等に対す
る派遣実績を加えるよう国に要望

　へき地医療拠点病院が行う無医地区等への巡
回診療等に対し助成し、へき地の診療を支援し
ました。

　医師不足地域の医療機関へ自治医科大学卒業
医師や地域枠医師を配置するほか、ドクターバ
ンク事業等により常勤医や代診医の確保に取り
組みました。

　ホームページへの掲載やパンフレット、小冊
子の配布により小児救急電話相談事業の周知を
行うとともに、道内２か所で行う小児救急地域
研修において、利用促進に向けた啓発を行いま
した。

　社会医療法人の認定にあたり、へき地医療を
担う中核的な病院等に対する医師派遣について
実績要件に加えるよう、国に要望しました。
（令和５年６月）

4

・

・

・

　行政機関等によるへき地医療の
支援
へき地医療体制の確保に向けた総
合的な企画・調整を実施
道のホームページを活用した地域
医療の現状や対策などについて紹
介
地域住民を対象にした懇談会の開
催等地域全体で医療を支える機運
の醸成

　へき地医療体制の確保に向け、道のホーム
ページにおいて、地域医療の現状や各種施策に
ついて紹介しました。

　地域全体で医療を支える機運を醸成するため
に、医療機関の利用方法や医療活動等への理解
を得ることを目的とした講演会等に対し支援し
ました。

8 へき地医療

疾病・
事業等

施策の展開内容等

体 制 整 備 93 98 99 103 105.1%

8 19 6 8 42.1%

3 19 3 3 15.8%

進捗状況

へき地診療所数（か所）

実施件 数等

巡回診療、医師派遣、代診医派遣のい
ずれかを実施するへき地医療拠点病院
数（か所）

遠隔診療等ＩＣＴを活用した診療支援を
実施するへき地医療拠点病院数（か
所）

指標区分 指標名（単位）
目標値
（R5）

Ｒ３実績 Ｒ４実績
現状値

（R2見直し時）

17



№ 主な事業の推進状況

5 歯科医療機関の役割
・歯科医師の確保が困難な、へき
地における歯科保健医療サービス
の確保に努める。

　離島歯科診療班派遣事業として、歯科医療の
確保が困難な羽幌町天売、焼尻地区に年３回、
歯科医師、歯科衛生士及び歯科技工士からなる
歯科診療班を派遣しました。

6 薬局の役割
・無薬局町村における医薬品や医
療・衛生材料等の提供を確保する
ため、近隣市町村の薬局による在
宅医療などの提供に努める。

　患者への適切な医薬品情報提供や在宅医療に
おける医薬品等の供給及び服薬指導の実施等に
薬剤師が的確に対応できるよう、研修等を実施
しました。

7 訪問看護ステーションの役割
・医療資源が限られるへき地にお
いて、地域の特性や生活状況を踏
まえた適切なケアが提供されるよ
う努める。

　在宅医療人材の育成を図るため、地域看護職
員研修や訪問看護師養成研修、訪問看護管理者
養成研修等を実施しました。

　地域住民や、在宅看護を支える関係者等に対
して在宅看護の普及や在宅看護を支える環境整
備に向けた講義を行いました。

　医療介護の連携強化と退院支援・在宅療養支
援の実践力の向上を図るため、医療機関の訪問
看護師を同圏域の訪問看護ステーションへ出向
等の支援を行いました。

　訪問看護ステーション不足地域におけるス
テーション設置等に対する立ちあげ支援を行い
ました。

【課題】
　離島やへき地における歯科医医療の確保が必要

【今後の取組方針】
　歯科医療の確保が困難な離島における地域住民の歯科診療を実施し、引き続き住民の健康
維持を図ります。

【課題】
　薬剤師が確保が困難な地域の医療機関及び薬局の薬剤師の確保や患者への適切な医薬品情
報提供や在宅医療における医薬品等の供給及び服薬指導の実施できる人材育成が必要です。

【今後の取組方針】
　北海道薬剤師会を通じて、患者への適切な医薬品情報提供や在宅医療における医薬品等の
供給及び服薬指導の実施等に薬剤師が的確に対応できるよう、研修等の実施を支援します。

【課題】
　へき地においても訪問看護が受けられるよう、訪問看護ステーションへの支援や人材育成
が必要です。

【今後の取組方針】
　在宅医療を担う医療機関、訪問看護ステーション等の拡大に向け、北海道在宅医療推進支
援センター事業による各種研修会の実施、訪問看護師確保支援事業による訪問看護師の確保
や育成の取組など、地域医療介護総合確保基金を活用した支援の取組を進めます。

疾病・
事業等

施策の展開内容等 課題と今後の取組方針

8 へき地医療
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№ 主な事業の推進状況
数値目標及び
達成状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針

1

・

・

・

・

・

　総合及び地域周産期母子医療セ
ンター等の整備
三医育大学と連携し総合周産期母
子医療センター等で周産期医療の
提供に努める
総合周産期母子医療センター機能
の維持強化を図るとともに、認定
を受けている総合周産期母子医療
センターの指定を目指す
ハイリスク分娩等に対応する地域
周産期母子医療センターに対し、
産婦人科医師優先的かつ重点的確
保を図る
通院時間・距離により産科医療機
能の確保が必要な周産期母子医療
センターについて、産婦人科医師
の優先的かつ重点的な確保を図る
産婦人科医師の勤務環境改善や地
域枠制度の活用等により、より身
近なところで安心して出産できる
環境の整備を目指す

　周産期医療に関する最先端の知識・技術が集積
している三医育大学産婦人科講座と協定を結ぶな
ど、連携を強め、周産期母子医療センターの医療
機能の維持強化を図ります。
　また、周産期母子医療センターの運営や施設・
設備整備に要する費用の一部を補助するほか、修
学資金制度（地域枠制度）において、病床数・設
置主体に関わらず地域の周産期母子医療センター
での勤務を特例的に認めるなど、周産期医療体制
の整備に努めており、分娩の取扱いを休止してい
る周産期母子医療センターを有する圏域において
は、隣接する圏域等において周産期医療体制を確
保しています。
　さらに、身近なところに産科が少ない地域にお
ける産科医療機関の運営費を補助するほか、地域
でお産を支える産科医等、ＮＩＣＵにおいて新生
児医療を担当する新生児科医に手当を支給し処遇
改善を進めるほか、地域枠制度を活用した医師を
配置するなどし、地域の分娩体制の維持ととも
に、産婦人科医の養成確保に努めています。
　令和２年度からは、産科以外の診療科医師を対
象とした妊婦の診療に係る研修会を開催し、産科
医師の負担軽減に努めています。

③一部に努力
を要する

　未達成の指標があ
ることから、目標値
の達成に向けて引き
続き計画で定めた施
策を着実に進める必
要があるため。

【課題】
　周産期母子医療センターにおける産
科医師の養成・確保等が課題となって
いる。

【今後の取組方針】
　周産期母子医療センターの運営や施
設・設備整備に要する費用の一部を補
助するなどして、医療機能の維持強化
を図るとともに、地域でお産を支える
産科医等、ＮＩＣＵにおいて新生児医
療を担当する新生児科医に手当を支給
し処遇改善を進めるなどして、課題解
消に努めます。

2
・

・

　搬送体制の整備
妊産婦や新生児のスムーズな周産
期母子センターへの救急搬送体制
の確保に取り組む

　北海道救急医療・広域災害システムや周産期
コーディネーター事業の運営に精通した事業者
に業務委託しており、医療機関や消防機関等か
らの照会に対する情報提供、救急患者の受入医
療機関との調整に加え、道民からの電話相談対
応を行い、全道域での円滑な救急搬送体制を構
築しています。

3

・

　周産期医療従事者に対する研修
機能の整備
連携体制の構築や技術向上のた
め、第三次医療圏内の産科医療機
関の医師、看護師などを対象とし
た研修会を開催

　周産期母子医療センターが行う研修事業に対
し、経費の一部を支援するなど、研修機能の整
備に努めています。

4

・

　助産師外来の開設等の取組
助産師外来や院内助産所の開設等
を促進

　助産師外来の推進とサービスの質の向上を図
るため、助産師外来等に携わる助産師の実践能
力の向上に向けた研修を開催し、助産師外来の
開設等を促進しています。

施策の展開内容等

周産期医療9

疾病・
事業等

分娩を取り扱う医療機
関数
（か所）

15-49歳女
性 10万人
当たり

8.8
全国平均

(R2:7.6)以上
7.9 7.8

全国平均
以上

24.2
全国平均

(R2:23.1)以上
25.8 23.0

全国平均
以下

4 6 4 4 66.7%

21 21 21 21 100.0%

実施件数等 1.9
全国平均

以下
2.3 集計中

新生児死亡率（千対） 出生数 1.0
全国平均

以下
0.9 集計中

周産期死亡率（千対）
出生数＋妊
娠満22週以降
の死産

3.6
全国平均

以下
3.9 集計中

妊産婦死亡率（10万対）
出生数＋
死産数

3.3
全国平均

以下
13.6 集計中

Ｒ３実績指標区分 指標名（単位）
目標値
（R5）

母体・新生児搬送のうち現場滞在時
間が30分以上の件数(人口10万人当
たり件数）

安全に出産
で き る体制

総合周産期母子医療センター(指定)
の整備医療圏数（第三次医療圏）

産科・産婦人科を標ぼうする病院、
診療所の助産師外来開設割合（％）

体 制 整 備

地域周産期母子医療センター整備
医療圏数（第二次医療圏）

現状値
（R2見直し時）

進捗状況Ｒ４実績
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№ 主な事業の推進状況
数値目標及び
達成状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針

5

・

　ＮＩＣＵ等に長期入院している
児童への支援
ＮＩＣＵ等に長期入院している児
童の退院、在宅への移行を促進

　ＮＩＣＵ等に長期入院している児童の在宅へ
の移行を支援する地域療育支援施設や保護者の
要請に応じて在宅等に移行したＮＩＣＵ等長期
入院児童を一時的に受け入れる施設に対し支援
するなどして、在宅の移行を促進しています。

6
・

　周産期における災害対策
災害拠点病院や周産期母子医療セ
ンター等の連携体制の確保、災害
時の周産期医療体制の構築に努め
る

　国が主催する災害時小児周産期リエゾンを養
成する研修に派遣（累計23名）し、人材の確保
に努めています。

7 医療連携圏域の設定
周産期医療に係る医療連携圏域
は、妊産婦、胎児及び新生児のリ
スクや重症度に応じて、次のとお
り設定
総合周産期センターの整備を図る
医療圏を第三次医療圏とし、地域
周産期センターの整備を図る医療
圏を第二次医療圏とする。

　国の指定要件を満たす総合周産期センターを
４箇所、道が認定する総合周産期センターを２
箇所整備し、全ての第三次医療圏で重症患者に
対応しています。
　また、全ての第二次医療圏で地域周産期セン
ターにおいて計30施設認定し、比較的高度な医
療を提供していますが、うち４施設で分娩を休
止しているため、２圏域で分娩可能な医療機関
がなく、隣接する圏域において体制を確保して
います。

8
・

・

・

歯科医療機関の役割
妊産婦に対する歯・口腔の健康づ
くりに関する正しい知識の普及
定期的に歯科医療機関を受診する
ことの必要性を啓発
妊娠週数等に配慮した適切な歯科
医療の提供

　市町村等と連携し、妊産婦に対して歯・口腔
の健康づくりに関する正しい知識や定期的に歯
科医療機関を受診することの必要性を啓発する
ための機会の確保に努めました。
　令和3年度においては、歯科健診61市町村、
健康教育56市町村、健康相談68市町村といった
取組状況にあります。

9
・

薬局の役割
妊婦等の薬学的管理や適切な服薬
指導を実施

　薬局や医療機関において、「お薬手帳」を交
付して医薬品に関する情報提供を行うととも
に、服薬状況を手帳に記録することにより、薬
剤服用歴の管理や副作用の把握を行っていま
す。

【課題】
　第二次医療圏において、周産期医療を提供する体制を確保する必要があります。

【今後の取組方針】
　一部の地域周産期母子医療センターにおいて、分娩の取扱いを休止しており、周産期
医療体制の確保が図られていない第二次医療圏があることから、隣接する圏域での確保
を図ります。
　道が認定を行っている２箇所の総合周産期母子医療センターについて、国の指定を目
指すよう努めます。

【課題】
　妊娠中の歯周病のリスクに関する普及啓発が必要

【今後の取組方針】
　引き続き、市町村等と連携し、妊産婦に対して歯・口腔の健康づくりに関する正しい
知識や定期的に歯科医療機関を受診することの必要性を啓発するための機会の確保に努
めます。
　また、妊婦が歯科医療機関を受診した際は、妊娠週数に配慮し、適切な歯科医療の提
供に努めます。

【課題】
　妊婦等の服薬管理には「お薬手帳」等による服薬管理が重要であるため、更に普及さ
せる必要があります。

【今後の取組方針】
　引き続き「お薬手帳」の普及に努めます。

疾病・
事業等

施策の展開内容等

（前ページに記載）周産期医療9
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№ 主な事業の推進状況

9 10

・

・

訪問看護ステーションの役割
周産期医療関連施設を退院した障
がい児等が在宅で療養・療育でき
るよう医療機関と連携し支援
心身の疾病や障がいのある妊婦が
不安なく生活や分娩できるよう、
医療機関や市町村等地域関係者と
連携し支援

　北海道在宅医療推進支援センターを設置し、
課題分析や在宅医療に係る先進事例集の作成、
各種研修会を実施しています。
　第二次医療圏ごとに設置する多職種連携協議
会などにより、各種研修会の開催や連携体制の
整備に取り組んでいます。

№ 主な事業の推進状況
数値目標及び
達成状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針

10

【課題】
　周産期医療関連施設を退院した障がい児や、心身の疾病や障がいのある妊婦が不安な
く生活出来るよう、地域の関係機関との連携による支援体制の確保が必要です。

【今後の取組方針】
　第二次医療圏ごとに設置している多職種連携協議会の活用により、在宅医療を担う関
係機関の相互の連携体制の構築を目指します。

施策の展開内容等 課題と今後の取組方針

施策の展開内容等

【課題】
　第二次医療圏において、専門医療や
救急医療を提供する体制を確保する必
要があります。

【今後の取組方針】
　北海道小児地域医療センター、小児
地域支援病院の選定や小児救急医療支
援事業参加病院を確保し、小児医療を
行う医師の負担軽減を図るため、1年
を通じて夜間における小児救急電話相
談事業を行うほか、小児の初期救急や
在宅医療に関する研修会の開催、21の
第二次医療圏で小児救急医療体制を担
う関係機関を支援するなどして、小児
医療体制の充実・確保に努めます。

　未達成の指標があ
ることから、目標値
の達成に向けて引き
続き計画で定めた施
策を着実に進める必
要があるため。

③一部に努力
を要する

　小児医療体制等の確保
[相談支援体制等]
救急蘇生法等講習会の実施
医療機関への適正な受診等に関す
る住民の理解を深めるなど、救急
医療について啓発

[一般の小児医療及び初期小児救
急医療体制]
小児医療地域研修事業の実施

[小児専門医療及び入院小児救急
医療体制]
第二次医療圏ごとに中核的な医療
機関として「北海道小児地域医療
センター」を、未整備圏域には
「北海道小児地域支援事業」を選
定
小児科医師の勤務環境の改善や関
係機関との幅広い連携体制を構築

周産期医療

小児医療
（小児救急
医療を含
む）

疾病・
事業等

疾病・
事業等

1

・
・

・

・

・

[相談支援体制等]
　救急蘇生法等講習会の実施のほか、小児救急
電話相談事業により、子どもの急な病気やけが
などの際に、専任の看護師や医師が保護者等か
らの相談に対応し、電話により助言を行ってい
ます。

[一般の小児医療及び初期小児救急医療体制]

　小児救急に関する研修会の開催や輪番制方式
による小児二次救急医療体制整備に助成し、休
日・夜間における入院治療を必要とする小児救
急患者の医療を確保しています。なお、北空知
では体制を確保できていないことから、隣接す
る上川中部において提供しています。

[小児専門医療及び入院小児救急医療体制]

　第二次医療圏のうち20圏域において、北海道
小児地域医療センターを24病院、北海道小児地
域支援病院を14病院選定しています。
　小児医療を行う医師の負担軽減を図るため、
１年を通じて夜間における小児救急電話事業を
行うほか、小児の初期救急に関する研修会を開
催しています。
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№ 主な事業の推進状況
数値目標及び
達成状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針

10 2

・

・

・

3

・

　災害時を見据えた小児医療体制
災害時の小児医療提供体制の構築
に努める

　国が主催する災害時小児周産期リエゾンを養
成する研修に派遣（累計23名）し、人材の確保
に努めています。

疾病・
事業等

施策の展開内容等

　小児高度専門医療や療養・療育
支援体制の確保
[小児高度専門医療の提供]
大学病院、北海道立子ども総合医
療・療育センター等において小児
高度専門医療を提供

[療養・療育支援体制の確保]
発達障がいの子どもや医療的ケア
児等の地域生活の支援体制充実

[小児在宅医療の提供体制の確保]
医師・看護師等医療従事者に対す
る普及啓発や研修会の開催、小児
在宅医療を担う医療機関と後方支
援を担う医療機関との連携体制の
構築、道立子ども総合医療・療育
センター等における小児高度専門
医療を提供する体制の確保、保
健・医療・福祉・教育等の関係者
間の連携促進に取り組む

[小児高度専門医療の提供]
　高度で専門的な医療については、大学病院や
北海道立子ども総合医療・療育センターをはじ
め、周産期母子医療センターにより提供してい
ます。

[療養・療育支援体制の確保]
  発達支援に関わる実践的な知識習得の関係機
関向けの研修や、障がい児（者）、家族及び地
域住民を対象としたフォーラムを実施したほ
か、児童相談所による在宅の障がい児（者）へ
の巡回療育相談を行っています。
　また、北海道医療的ケア児等支援センターを
設置し、医療的ケア児等に対する支援を行って
います。

[小児在宅医療の提供体制の確保]

　地域医療介護総合確保基金を活用し、医療従
事者向けの研修会や地域の医療・福祉等の関係
者における勉強会を開催し、関係機関での連携
強化に努めています。

小児医療
（小児救急
医療を含
む）

15.5
全国平均

以上
－ 集計中

7 21 7 集計中

8 21 8 集計中

20 21 20 20 95.2%

20 21 20 20 95.2%

住 民 の
健康状態等

乳児死亡率（千対） 出生数 1.9
全国平均

以下
2.1 集計中

体制確保に
係 る 圏 域

小児二次救急医療体制が確保されている
第二次医療圏数（医療圏）

北海道小児地域医療センター、北海道小児
地域支援病院による提供体制が確保され
ている第二次医療圏数（医療圏）

進捗状況

体 制 整 備

小児医療を行う医師数（小児人口１万人
対）（人）

小児の訪問看護を実施している訪問看護
事業所のある第二次医療圏数（医療圏）

小児の訪問診療を実施している医療機関
のある第二次医療圏数（医療圏）

指標区分 指標名（単位）
目標値
（R5）

Ｒ３実績 Ｒ４実績
現状値

（R2見直し
時）
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№ 主な事業の推進状況

10 4
・

医療連携圏域の設定
小児医療（小児救急医療）に係る医
療連携圏域は、疾病や症状等に応じ
て、次のとおり設定
一般の小児医療、初期救急医療
　　　　　　　→第一次医療圏
専門医療、二次救急医療
　　　　　　　→第二次医療圏
高度・専門医療及び三次救急医療
　　　　　　　→第三次医療圏

　一般の小児医療及び初期救急医療は、第一次
医療圏を設定しており、在宅当番医制及び休日
夜間急患センターによる体制確保、小児救急電
話相談事業の実施のほか、小児初期救急に関す
る研修会の開催を行いました。
　第二次医療圏のうち、北空知は隣接圏域であ
る上川中部において確保され、輪番制方式方式
による小児救急医療体制整備に助成し、休日・
夜間における入院治療を必要とする小児救急患
者の医療を確保しました。
　高度専門医療及び重篤な小児患者に対する救
命医療は、高度な専門医療機関及び救命救急セ
ンターでの小児患者の受入れにより体制を確保
しており、救命救急センターでの小児患者の受
入体制整備に助成しています。

5
・

歯科医療機関の役割
子どもの発達障害等に対する支援
として、障がい者歯科医療協力医
の確保と資質の向上を実施

　障がい児（者）に対する１次歯科医療（プラ
イマリケア）及び歯科保健相談に対応できる北
海道障がい者歯科医療協力医として、２３２名
（令和５年４月現在）を指定しました。

6
・

薬局の役割
子どもを持つ家族からの相談に対
応するため、「健康サポート薬
局」等、かかりつけ薬局・薬剤師
の普及

　かかりつけ薬局や健康サポート薬局制度、認
定薬局制度の推進の他、北海道独自の健康づく
り支援薬局認定制度を設け、かかりつけ機能を
持った薬局の認定を行っています。

7
・

訪問看護ステーションの役割
小児等の成長発達に応じた看護を
提供するとともに、関係者と連携
し、小児及びの家族の支援を充実

　北海道在宅医療推進支援センターを設置し、
課題分析や在宅医療に係る先進事例集の作成、
各種研修会を実施しています。
　第二次医療圏ごとに設置する多職種連携協議
会などにより、各種研修会の開催や連携体制の
整備に取り組んでいます。

課題と今後の取組方針
疾病・
事業等

施策の展開内容等

【課題】
　第二次医療圏において、専門医療や救急医療を提供する体制を確保する必要がありま
す。

【今後の取組方針】
　北海道小児地域医療センター、小児地域支援病院の選定や小児救急医療支援事業参加
病院を確保し、小児医療を行う医師の負担軽減を図るため、1年を通じて夜間における
小児救急電話相談事業を行うほか、小児の初期救急や在宅医療に関する研修会の開催、
21の第二次医療圏で小児救急医療体制を担う関係機関を支援するなどして、小児医療体
制の充実・確保に努めます。

【課題】
　障がいのある人に対応した歯科医療提供体制の構築と歯科医療従事者の資質の向上が
必要

【今後の取組方針】
　引き続き、歯科医師会、歯科衛生士会等と連携し、障がい者歯科医療協力医の養成と
資質の向上に努め、障がいのある子どもが身近なところでの適切な歯科保健医療サービ
スを受けられる体制の構築に努めます。

【課題】
　認知度の向上が必要です。

【今後の取組方針】
　薬局の体制が整う一方で、患者及び患者の家族等が気軽にかかりつけ薬局・薬剤師制
度を利用できるように、広く道民への周知を行います。

【課題】
　在宅医療を必要とする小児等が地域で安心して療養できるよう、地域の関係機関との
連携による支援体制の確保が必要です。

【今後の取組方針】
　第二次医療圏ごとに設置している多職種連携協議会の活用により、在宅医療を担う関
係機関の相互の連携体制の構築を目指します。

小児医療
（小児救急
医療を含
む）
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№ 主な事業の推進状況
数値目標及び
達成状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針

11 1
・

・

・
・

・

・

　地域における連携体制の構築
市町村において、地域の課題解決
に向けた取組を進め、退院支援か
ら看取りまで継続した医療提供体
制を構築
急変時に対応できるよう医療機関
相互の連携体制の構築
多職種間の連携体制の構築
医療従事者と介護支援専門等の円
滑な事例検討や情報交換のための
ツール作成を促進
住宅施策と福祉施策の連携に努め
る
ICTを活用した取組の促進

　道立保健所のコーディネートのもと、第二次医療圏ごと
に設置している多職種連携協議会において、地域の医療・
介護資源の把握、多職種による連携上の課題の抽出、事例
検討を交えた合同研修、入退院時の連携ルールの作成・普
及、急変時対応の仕組みの整備、地域住民への普及啓発に
取り組んでいます。
　北海道在宅医療推進支援センターにおいて、各医療圏域
又は地域単位の現状・課題分析、在宅医療に係る先進事例
集の作成、在宅医療に係る各種研修会の開催、コーディ
ネーター及び医療アドバイザーの派遣を実施しました。
　道内市町村で設置している地域ケア会議の運営等を支援
するアドバイザーの養成と派遣、司会者の養成研修を実施
することとしていたが、新型コロナウイルス感染対策のた
め、研修会の開催を中止しました。

③一部に努力
を要する

　地域に設置する在宅医療・介護連携の相談窓口運営のた
めの支援員（コーディネーター）の育成を目的とした研修
会を実施することとしていましたが、新型コロナウイルス
感染防止の観点から、前期を集合研修から急遽web研修に切
り替え実施し、後期を中止としました。
　地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サー
ビス等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備
を促進するため施設等の整備を支援しました。

2

・

・

　在宅医療を担う医療機関の整備
等
在宅医療に係る施設整備等の支援
24時間体制の在宅医療を提供でき
るようネットワーク体制を構築

　在宅医療提供体制強化事業により機能強化型
の在宅療養支援診療所・病院や訪問看護ステー
ション等の整備を促進するとともに、機能強化
型の在宅療養支援診療所以外の診療所も含めた
ネットワークの構築を促進しました。

　北海道在宅医療推進支援センターにおいて、
在宅医療推進に係る医師等向け研修を実施しま
した。

　在宅歯科医療連携室を支援することにより、
要介護高齢者・認知症高齢者の介護者からの在
宅歯科医療の相談対応や歯科医療機関との受診
調整を促進しました。

　医療介護の連携強化と退院支援・在宅療養支
援の実践力の向上を図るため、医療機関の訪問
看護師を同圏域の訪問看護ステーションへ出向
等の支援を予定していましたが、新型コロナウ
イルス感染症のたね外部研修の受入を希望しな
い医療機関が多かったことから、未実施となり
ました。

　北海道在宅医療支援
センターを設置し、各
医療圏域又は地域単位
の現状・課題分析や在
宅医療に係る先進事例
集の作成、各種研修会
の開催、コーディネー
ター及び医療アドバイ
ザーの派遣のほか、在
宅医療の提供体制や地
域包括ケアシステムの
構築に向けた介護サー
ビス提供体制を整備す
るための施設整備や
ネットワークの構築等
を促進するとともに、
第二次医療圏ごとに設
置する多職種連携協議
会などによる各種研修
会などの開催に取り組
んできました。

　訪問診療を受けてい
る患者数は増加してい
るものの、訪問診療を
実施する医療機関数は
減少しており、目標値
を下回っていることか
ら、引き続き、実施医
療機関を増やす取組を
進める必要がありま
す。

　国の調査等において
は、「人生の最終段階
における、最期を迎え
たい場所」として、自
宅を希望する患者が多
いものの、北海道の在
宅死亡率は全国平均を
大きく下回っているこ
とから、患者の意思が
家族や関係者間等で共
有される仕組みづくり
等を含め、引き続き、
患者が望む場所での看
取りが可能な体制を構
築する必要がありま
す。

【課題】
　在宅医療提供体制の整備には各地域ごと
に様々な課題があり、それぞれの地域にお
ける医療・介護資源、人口及び世帯構造の
変化などを踏まえた上で、在宅医療の推
進、介護サービスの提供体制の整備など、
住み慣れた地域で生活を継続することがで
きるよう、地域の事情に応じた取組を行っ
ていくことが重要です。

【取組方針】
　北海道在宅医療推進支援センター事業に
より、各地域ごとのデータの分析、地域へ
のヒアリングにより各地域ごとの課題分析
を行います。

　在宅医療を担う医療機関、訪問看護ス
テーション等の拡大に向け、北海道在宅医
療推進支援センター事業による各種研修会
の実施、訪問看護師確保支援事業による訪
問看護師の確保や育成など、地域医療介護
総合確保基金を活用した支援の取組を進め
ます。

　在宅医療を推進するため、専門的な医療
機関と地域の医療機関とを結ぶネットワー
クシステム導入や医療機関と在宅患者との
間の遠隔医療に対する取組を支援します。

　患者の病状急変時に対応できるよう、第
二次医療圏ごとに設置している多職種連携
協議会の活用等により、在宅医療を担う病
院・診療所、訪問看護事業所等の相互の連
携体制の構築を目指します。

　医師、歯科医師、薬剤師、看護師、歯科
衛生士、介護支援専門員などの専門職種が
連絡・調整を図りながら、在宅療養者に適
切な医療を提供することが重要であること
から、医師会、歯科医師会、薬剤師会及び
看護協会等関係団体と連携し、各専門職種
向けの研修会の開催等により在宅医療の質
の向上に取り組みます。

在宅医療

施策の展開内容等
疾病・
事業等
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№ 主な事業の推進状況
数値目標及び
達成状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針

11 3
・
・

・

・

　緩和ケア体制の充実
関係者間の連携促進
医療従事者に対する研修実施、相
談支援体制の整備
各種研修会を通じた薬局における
医療用麻薬の適切な服薬管理の支
援
地域単位での麻薬在庫情報の共
有、薬局感での融通等円滑な供給
を図る

　第二次医療圏ごとに設置している多職種連携協
議会において、圏域におけるがんの医療連携と在
宅医療提供体制の両領域では、緩和ケアに関する
関係者の認識や受け皿が不足している状況がわ
かったため、両部会合同による関係者への意識調
査を行いました。
国が指定する「がん診療連携拠点病院」等が実施
する、がん対策に関する事業（在宅関係では、在
宅緩和ケアを提供できる診療所や訪問看護ステー
ションなどがん診療に携わる関係機関との連携促
進及び研修機会の確保）に支援を行い、質の高い
がん医療の提供体制・がん患者等に対する相談支
援体制の整備に努めました。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を鑑
み、講習の実施を中止しました。

③一部に努力を
要する

4

・

　在宅栄養指導、口腔ケア体制の
充実
在宅における栄養管理、歯・口腔
機能の維持、専門的な口腔ケアの
充実

　第二次医療圏ごとに設置している多職種連携
協議会による口腔ケアに係る研修の実施や情報
共有により市町村に対する支援を行い、口腔ケ
アに関する知識の普及に努めました。
　在宅歯科医療や口腔ケアの普及啓発のため、
研修会の開催及び周知活動、他職種が参画する
会議へ参画しました。

5
・

　訪問看護の質の向上
研修の実施等を通じ訪問看護を行
う看護職員の確保と質の向上を図
る

　訪問看護師養成講習会を実施したほか、看護職等の
連携シンポジウムについては、WEBを活用し、全道域を
対象として開催しました。
地域住民や、在宅看護を支える関係者等に対して在宅
看護の普及や在宅看護を支える環境整備に向けた講義
を行った。
医療介護の連携強化と退院支援・在宅療養支援の実践
力の向上を図るため、医療機関の訪問看護師を同圏域
の訪問看護ステーションへ出向等の支援を予定してい
ましたが、新型コロナウイルス感染症のため外部研修
の受入を希望しない医療機関が多かったことから、未
実施となりました。

6
・
・
・

　訪問薬剤管理指導の推進
お薬手帳の普及
各種研修会を通じ、薬局間や関係
機関との連携・協力による在宅患
者への薬剤官指導を促進

　薬と健康の週間などの機会を通じて、「お薬
手帳」や薬局による訪問薬剤管理指導の普及に
努めました。
　一般社団法人北海道薬剤師会が開催する訪問
薬剤管理指導を行う薬局の拡大に向けた研修会
への支援を行いました。

　北海道在宅医療推進支援センター事
業により、在宅医療や人生会議の普及
に向けた研修等を行います。

　地域における在宅医療の推進には、
地域全体で生活を支える仕組みを作
り、住民・医療・介護・福祉・行政が
それぞれの役割を理解し協働すること
が重要であることから、医療や介護に
関わる関係者の定期的な会合による連
携体制づくりや情報提供の方法等につ
いて地域医療専門委員会在宅医療小委
員会等で引き続き検討を行います。

施策の展開内容等
疾病・
事業等

在宅医療

15.1 19.9 15.2 14.8 74.4%

12 21 12 12 57.1%

20 21 20 21 100.0%

10 21 10 10 47.6%

19 21 19 19 90.5%

19 21 19 20 95.2%

21 21 21 21 100.0%

20 21 20 17 81.0%

21 21 21 21 100.0%

実 施 件 数 等 516.0 664.9 553.3 592.7 89.1%

住 民 の
健 康 状 態 等

13.6
全国平均

以上
13.6 15.9 63.9%

＊3　自宅、老人ホーム（養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホーム）での死亡率

訪問診療を受けた患者数［１か月当たり］
（人口10万人対）（人）

在宅死亡率（％）＊3

指標区分 指標名（単位）

機 能 ご と の
体 制 等

退院支援を実施している医療機関のある第二次医療圏数（医療圏）

在宅療養後方支援病院のある第二次医療圏数（医療圏）

在宅看取りを実施する医療機関のある第二次医療圏数（医療圏）

多 職 種 の
取 組 確 保 等

24時間体制の訪問看護ステーションのある第二次医療圏数（医療圏）

歯科訪問診療を実施している診療所のある第二次医療圏数（医療圏）

訪問口腔衛生指導を実施している診療所・病院がある第二次医療圏域数

訪問薬剤管理指導・居宅療養管理指導を実施する薬局のある第二次医療
圏数（医療圏）

進捗状況

体 制 整 備

訪問診療を実施している医療機関数（人口10万人対）（医療機関数）

機能強化型の在宅療養支援診療所＊１ 又は病院＊２ のある第二次医療圏
数（医療圏）

目標値
（R5）

Ｒ２実績 Ｒ３実績
現状値

（R2見直し時）
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№ 主な事業の推進状況
数値目標及び
達成状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針

11 7

・

・

 道民に対する在宅医療の理解の
促進
かかりつけ医・歯科医・薬局を持
つことの必要性、訪問看護等の役
割の普及啓発、情報提供
日頃から急変時や人生の最終段階
における医療について話し合うこ
とについて普及啓発に努めるとと
もに、関係者間で患者の意思等が
共有できる体制の構築

　北海道在宅医療推進支援センターを設置し、
人生会議（ACP）普及に向けた医療従事者向け
研修を実施しました。
　第二次医療圏ごとに設置している多職種連携
協議会の取組により住民に対する在宅医療や人
生会議等の普及啓発を行っています。
　在宅歯科医療や口腔ケアの普及啓発のための
広報の実施や研修会を実施しました。
　地域の薬局が健康情報の拠点として活用され
るよう、道民や関係機関に普及啓発を行いまし
た。
　地域住民や、在宅看護を支える関係者等に対
して在宅看護の普及や在宅看護を支える環境整
備に向けた講義を行いました。

8

・

　災害時を見据えた在宅医療の提
供体制の構築
避難行動要支援者が適切に避難を
受けられるよう、各種制度の普及
啓発、関係機関等との連携を図る

　市町村に対して避難行動要支援者の避難者名
簿の作成や名簿に基づく「個別計画」の作成を
促進しています。
　保健所における「薬と健康の週間」に係るパ
ネル展等を実施しました。

（前ページに記載）

施策の展開内容等
疾病・
事業等

在宅医療
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№ 主な事業の推進状況

11 9
・

医療連携圏域の設定
連携圏域は第二次医療圏を基本と
しつつ、日常の療養支援に関する
機能等については、市町村単位で
構築

○令和元年５月に設定し、令和２年４月に見直
しを行った、在宅医療を考える39の地域単位に
ついて、令和４年度北海道総合保健医療協議会
地域医療専門委員会在宅小委員会（第２回）に
おいて、次期医療計画においても、当該39の圏
域において現状の分析や、課題の整理等を行う
ことを協議しました。

10

・

・

・

歯科医療機関の役割
在宅歯科医療連携室を拠点とし
て、在宅歯科医療や口腔衛生指導
の推進を図る
在宅療養支援診療所、病院歯科、
訪問看護ステーション等と連携し
ながら、適切な歯科医療の提供に
努める
病院歯科は、在宅歯科医療を実施
する歯科診療所に対して、後方支
援に努める

 要介護高齢者・認知症高齢者の介護者（家
族、介護事業所職員等）からの在宅歯科医療に
関する申込み及び相談窓口機関となる在宅歯科
医療連携室を各三次医療圏に設置し、在宅歯科
医療における医師、看護師、介護職等との連携
を促進しています。

○相談実績
H30：728件、R元：1,003件、R2：820件 R3：
930件、R4：875件

11

・

・

・

薬局の役割
在宅患者の適切な服薬管理等のた
め、かかりつけ薬局・薬剤師を普
及
在宅緩和ケアにおける医療用麻薬
の適正使用の推進
医療用麻薬を迅速かつ適切に在宅
患者に提供するための、在庫情報
の共有等、麻薬の円滑な供給

〇一般社団法人北海道薬剤師会が開催する訪問
薬剤管理指導を行う薬局の拡大に向けた研修会
への支援などを行いました。
○一般社団法人北海道薬剤師会が開催する薬局
向けの研修会にて、健康サポート薬局の意義に
ついて説明を行いました。
○国と道の主催で「がん疼痛緩和のための医療
用麻薬適正使用推進講習会」を実施を検討しま
した。

12

・

・

・

・

訪問看護ステーションの役割
医療機関のスタッフと訪問看護師
の連携等による環境整備
地域の特性や生活状況を踏まえた
適切なケアの提供や関係機関との
調整
在宅患者の急変時の対応等、平時
から緊急時の対応に備える
患者への緩和ケアや家族に対する
精神的支援に努める

○在宅医療提供体制強化事業により訪問看護ス
テーション等の整備を促進しました。
〇医療介護の連携強化と退院支援・在宅療養支
援の実践力の向上を図るため、医療機関の訪問
看護師を同圏域の訪問看護ステーションへ出向
等の支援を予定していましたが、新型コロナウ
イルス感染症のため外部研修の受入を希望しな
い医療機関が多かったことから、未実施となり
ました。
○訪問看護師養成講習会を実施したほか、看護
職等の連携シンポジウムについては、WEBを活
用し、全道域を対象として開催しました。

【課題】
　次期医療計画策定や、今後の施策展開等に当たり、当該地域単位を基に行うデータ分
析、目標設定等が必要。

【令和５年度の取組】
　次期医療計画に規定する在宅医療の医療連携圏域は、令和４年度保健医療協議会地域
医療専門委員会在宅小委員会（第２回）において、39の圏域とすることについて協議
し、委員の承認を得たところです。

【課題】
　住民が在宅歯科医療について相談できる窓口や多職種連携拠点としての在宅歯科医療
連携室の維持と周知が必要

【今後の取組方針】
　引き続き、在宅歯科医療連携室を拠点としながら、適切な歯科治療、専門的口腔ケア
及び口腔機能訓練の提供に努めるとともに、誤嚥性肺炎の予防、口腔管理や食支援につ
いて、更なる普及啓発や多職種連携の推進を図ります。

　【課題】
　引き続き、薬局が地域の健康情報の拠点として活躍し、在宅医療の中心となれるよう
にするために、薬局への研修の支援を実施する必要がある。

【今後の取組】
　引き続き研修会の開催や支援を行うとともに、開催できなかった研修については開催
する。

【課題】
　引き続き、医療機関との連携強化が図られるよう、訪問看護師の実践力向上のための
研修会等を実施し、急変時はもとより、平時から緊急時に備えた体制となるよう、体制
整備や人材育成を進めていく必要がある。

【今後の取組】
　引き続き研修会の開催や支援を行うとともに、開催できなかった研修については開催
する。

施策の展開内容等 課題と今後の取組方針

在宅医療

疾病・
事業等
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№
主な事業の推進状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針

1
・

　健康危機管理体制の強化
感染症発生時の迅速な対応図
るための実地訓練や研修会等
の実施により人材を育成

　地域における感染症危機管理体制
強化の観点から、R1年度までは感染
症患者の移送訓練や情報伝達訓練を
実施しました。R2年度以降は、新型
コロナウイルス感染症の影響により
当該訓練は中止しましたが、新型コ
ロナウイルス感染症対応の現場にお
いて、訓練の成果を実践する機会と
なりました。
　また、感染症危機の発生時に感染
症危機管理体制が組めるよう、保健
所職員等を対象に新型コロナウイル
ス感染症のみならず、麻しん、エム
ポックス等に関するweb研修を実施し
ました。
　さらに、各保健所においては、社
会福祉施設や教育関係機関からの
ニーズに応じ、担当職員等に対する
感染症予防研修を実施しました。

　感染症のまん延を想定した実践型訓練の実施と各
関係機関の課題に即応した研修実施を通して、感染
症危機発生時の調査や情報伝達、情報共有を行い、
保健所の即応体制の構築に寄与しました。

　各保健所において実践的な訓練や研修の成果が反
映されることで、感染症疫学・サーベイランス機能
の強化に資することができました。

【課題】
　感染症危機を迅速に探知し、適切な対応
を図ることができる人材育成のためには、
感染症対策に必要な最新の科学的知見と技
術を習得できる実践的な訓練や研修の継続
が必要です。

【今後の取組方針】
　新興感染症の発生に備え、保健所は科学
的知見や、これまでの成果と課題を整理
し、地域の特性に則した感染症対策を推進
するとともに、実践的な訓練や研修テーマ
を設定し、感染症対策の実効性を高めるた
めに必要な知識と技術の向上に努めていき
ます。
　また、関係機関とも連携し、担当職員の
更なる能力向上に向け、継続的に訓練・研
修を開催していきます。

2

・

　感染症に関する情報収集と
還元
感染症の発生動向調査体制を
強化、医療関係者や道民への
情報提供内容の充実

　医療機関等に対して、感染症発生
動向調査の重要性に関する理解を求
めるとともに、届出基準を周知する
ことで、調査の適切な運用を行って
います。
　また、感染症に関する情報の収
集・分析及び公表に際しては、新型
コロナウイルス感染症に係る感染者
情報を市町村毎に公表を行うなど、
地域の感染状況を適確かつ道民に活
用しやすい形で迅速に発信していま
す。

　感染症発生動向調査を通じて感染症の流行の監
視・分析を行い、感染症の発生及びまん延防止に寄
与しています。

　新型コロナウイルス感染症に係る感染者情報の公
表内容を見直すことにより、道民の皆様に感染予防
に必要な情報の提供を行うことができました。

【課題】
　地域の特性に配慮しつつ、感染症の予防
及びまん延の防止に資する各般の施策を講
じるためには、感染症の発生状況、動向及
び原因を明らかにする感染症サーベイラン
ス機能の充実・強化が不可欠です。

【今後の取組方針】
　感染症サーベイランス機能は、感染症予
防のための施策の推進において中核的役割
を果たすものであるため、感染症発生状況
の迅速かつ円滑な収集・分析及び公表をを
行い、平時から感染症の発生及びまん延を
防止していきます。

3
・

　感染症病床の確保
基準病床の確保に努める
 また、感染症の拡大により
患者が増大した場合は、一般
病床等も含め、一定の感染予
防策が講じられた病床を確保
する

　感染症指定医療機関において良質
かつ適切な医療の提供を通じて感染
症のまん延防止に資するよう、感染
症指定医療機関における感染症病床
の運営に係る財政的支援を行ってい
ます。
　
　また、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大にあたっては、一般病床
を転用するなどして入院を受入れる
病床を確保しました。
(R5.3月末：全道2,410床）

　新興感染症の発生に備え、全ての第二次医療圏域
において感染症病床を確保していますが、基準病床
数の98床に対して4床不足しています。

　新型コロナウイルス感染症の医療に対応できるよ
う病床確保計画に基づき病床を確保しています。

【課題】
　第二次医療圏域のうち、札幌圏域で基準
病床の4床が不足しています。

【今後の取組方針】
　診療能力のある医療機関が感染症指定医
療機関の制度を活用することができるよ
う、財政支援策の充実・強化を国に要望す
るなど基準病床数の確保に努めていきま
す。

北海道医療計画（H30～R5）の推進状況及び評価等

疾病・事業等の名称 施策の展開内容

②比較的順調

感染症対策 1 感染症対策12

その他疾病・事業等
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№
主な事業の推進状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針疾病・事業等の名称 施策の展開内容

12 2 結核対策 1
・

　結核医療体制整備
第三次医療圏ごとの入院施設
や結核指定医療機関の確保

　結核患者が身近な地域で結核医療
を受けられるよう、結核病床や結核
収容モデル病室(高度の治療が必要な
合併症を有する結核患者又は入院を
要する精神障がい者である結核患者
に対し、医療上の必要性から一般病
床又は精神病床において治療をする
ための施設)を有する医療機関と調整
を行いながら入院施設の確保を図っ
ています。
　また、結核患者が公費で結核医療
を受けることができる医療機関とし
て、結核医療機関の指定を行ってい
ます。

　十勝圏域の結核病床がなくなりましたが、他圏域
の医療機関から協力を得て、入院を要する結核患者
の収容を円滑に行っています。全道的に見ても、医
療計画に基づく基準病床数に対し許可病床数は上
回っている状況であり、また、結核患者収容モデル
事業を行うなど、結核発生時における適切な結核医
療が受けられる病床を確保しています。

【課題】
　基準病床数では要件を満たしています
が、十勝圏域やオホーツク圏域に結核病床
がなく、入院を要する患者が発生した場
合、長距離搬送を余儀なくされる場合があ
ります。

【今後の取組方針】
　引き続き結核病床確保に向けた財政措置
の充実や診療報酬の引上げなどを国に要望
し、結核病床が確保できるよう努めていき
ます。

2
・

　結核の治療体制の確立
直接服薬確認療法（DOTS)の
推進

　結核患者の治療成功率を高め、結
核のまん延を予防するため、保健
所、市町村、医療機関等の関係機関
が連携し、直接服薬確認療法（ＤＯ
ＴＳ）を基本とした服薬指導を促進
しています。

　結核患者の入院治療後における服薬支援として、
保健所が主体となり、家族や保護者、市町村、医療
機関等の関係者と連携した直接服薬確認療法を行う
ことにより結核のまん延防止を図っています。

【課題】
　服薬指導を行う人材の確保を図り、服薬
指導を促進する必要があります。

【今後の取組方針】
　年齢別の効果的な取組や地域における直
接服薬確認療法を行う人材の確保に努める
ため、DOTSカンファレンスやコホート検討
会の実施を徹底するなどして、引き続き関
係機関との連携を強化していきます。

3

・

　感染症発生動向調査事業の
充実強化
発生動向の把握・分析及び対
策の評価の充実

　病原体サーベイランス（感染症発
生動向調査事業）により結核の発生
状況を把握するとともに、疫学情報
に基づいた接触者健診の実施など、
効果的な結核対策が実施できるよ
う、結核菌の遺伝子検査のデータ集
積・分析を進めています。

　保健所、医療機関及び道立衛生研究所と連携した
結核菌の遺伝子検査体制の見直しを行い、検査デー
タの集積及び分析が進められています。

【課題】
　令和４年１０月から更改されたサーベイ
ランスシステムの効果的な運用のため、関
係医療機関から理解と協力を得ることが必
要です。

【今後の取組方針】
　引き続き検査データの集積及び分析した
ものを保健所に還元するなどして予防対策
に役立てていきます。

4
・

　人材確保と連携体制の強化
講習会の開催等を通じ、人材
育成と関係機関との連携を強
化

　結核予防技術者講習会を開催する
とともに、関係団体が主催する研修
に保健所職員を参加させるなど人材
の育成を行いました。

　講習会や研修で習得した知識を現場で活用するこ
とにより、人材の育成及び体制の強化が図られてい
ます。

【課題】
　効果的・効率的な人材育成のために、感
染症対策に必要な知識と技術を習得する研
修等の継続が必要です。

【今後の取組方針】
　引き続き国や関係団体から最新の情報収
集を行い、関係者との情報交換が深まるよ
うな機会を提供し、必要な知識と技術の向
上に努めます。

3 エイズ対策 1
・
・

　正しい知識の普及啓発
正しい知識、感染予防の知識
の普及啓発
中学・高校生対象の健康教育
の実施

　道民に対してHIV・エイズの予防な
どに関する正しい知識の普及啓発を
図るため、ホームページの活用や
リーフレットの配布などを行うとと
もに、中学校・高校へ保健所職員を
派遣し、健康教育を実施していま
す。 ②比較的順調

　道におけるHIV感染者及びエイズ患者の報告数
は、新型コロナウイルス感染症の流行に伴う人流抑
制等により減少傾向にありましたが、HIV感染者の
発生抑制、早期発見及び早期診断による予後改善の
ため、相談・検査体制の充実と一層の周知に取り組
んでいます。

【課題】
　HIV感染者やエイズ患者に対する偏見や
差別を解消するとともに、感染予防のため
に、HIV・エイズに対する正しい知識の普
及啓発が一層必要です。

【今後の取組方針】
　道立保健所を通じて、正しい感染予防知
識の普及啓発や、中学生・高校生を対象に
した健康教育を引き続き実施するよう努め
ていきます。

②比較的順調

感染症対策
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№
主な事業の推進状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針疾病・事業等の名称 施策の展開内容

12 3 エイズ対策 2
・

　相談・検査体制の充実
道立保健所の相談・検査体制
の充実

　道立保健所において、HIV・エイズ
に関する相談や夜間対応含めた検査
体制が図られており、道民に対し相
談・検査体制の充実を行っていま
す。

　道立保健所において　HIV・エイズに関する相談
や検査体制が図られています。

【今後の取組方針】
　道立保健所においては、HIV感染者の発
生抑制、早期発見及び早期診断による予後
改善のために、更なる相談・検査に取り組
むなど体制の充実を図るとともに、その周
知を図っていきます。

3
・

　エイズ治療体制の確保
医療従事者対象の研修会、情
報交換の連絡会を開催

　エイズ治療拠点病院等の医療従事
者を対象とした研修会や情報交換の
ための連絡会議を開催しています。

　エイズ治療拠点病院等の医療従事者を対象とした
研修会や情報交換のための連絡会議を開催し、診療
水準の維持・向上に寄与しています。

【今後の取組方針】
　引き続き、エイズ治療拠点病院等の医療
従事者を対象とした研修会や情報交換のた
めの連絡会議を開催し、診療水準の維持・
向上を図っていきます。

4 ウイルス性肝炎
（B型・Ｃ型）
対策

1
・

　ウイルス検査の受検促進
正しい知識や検査の必要性に
係る普及啓発

　ウイルス性肝炎に関する正しい知
識や検査の必要性について、ホーム
ページの活用やリーフレットの配布
により普及啓発を行い、肝炎ウイル
ス検査の受検を促進しています。

②比較的順調

　道民に対し多様な媒体を通じて普及啓発を行うこ
とで、ウイルス性肝炎の受検を促進することができ
ました。

【課題】
　ウイルス性肝炎については、自覚症状の
ない感染者も存在すると考えられるため、
一層の受検促進が必要です。

【今後の取組方針】
　ウイルス性肝炎に関する正しい知識や検
査の必要性について、肝炎医療コーディ
ネーター等を通じた普及啓発を行い、市町
村や保健所における肝炎ウイルス検査の受
検を促進していきます。

2
・

　ウイルス性肝炎の進行防止
精密検査や治療費の助成実施

　B型・C型のウイルス性肝炎を早期
に発見し、治療に結びつけるため、
精密検査の費用や治療に係る医療費
の一部を助成しています。

　医療費助成の申請に係る手続きや、新たに助成の
対象となる治療薬などについて医療機関等へ周知を
図るなど、事業を推進しています。

【課題】
　B型・C型のウイルス性肝炎は肝硬変、肝
がんに進行する危険性があることから、早
期に発見し、適切な治療に繋げる必要があ
ります。

【今後の取組方針】
　B型・C型のウイルス性肝炎の精密検査の
費用や治療に係る医療費の助成を行い、ウ
イルス性肝炎の早期発見や進行の防止に努
めていきます。

3
・

・

　肝炎患者の相談への対応
保健所等における適切な相談
対応による療養生活の支援
患者、家族等への情報提供の
実施、ウイルス性肝炎の理解
を社会に広げる

　道立保健所において、肝炎ウイル
ス検査の実施、患者や家族などから
の相談対応及び情報提供を行い、ウ
イルス性肝炎への理解を図っていま
す。

　道立保健所において、肝炎ウイルス検査や相談対
応等をワンストップで提供できる体制を整えていま
す。

【課題】
　道民が相談・受検しやすい体制の充実が
必要です。

【今後の取組方針】
　引き続き、保健所及び肝炎医療コーディ
ネーターが検査や相談への対応を行うとと
もに、適切な受診を促進するためのフォ
ローアップを行っていきます。

4

・

　肝疾患診療連携拠点病院等
の医療提供体制の促進
連絡会議、研修会の開催

　道内３カ所の肝疾患診療連携拠点
病院などの医療提供体制の促進とし
て、地域において患者が適切な肝疾
患医療を継続的に受けられるよう、
肝疾患に関する専門医療機関の指定
を進めています。
　また、肝疾患診療連携拠点病院と
連携し、医療従事者研修会などを行
い連携強化に努めています。

　地域において患者が適切な肝疾患医療を継続的に
受けられるよう、肝疾患に関する専門医療機関を指
定するとともに、医療従事者研修会などを行い、肝
疾患診療連携拠点病院とも連携強化に努めていま
す。

【課題】
　地域において、肝疾患医療を継続的に受
けられる更なる体制が必要です。

【今後の取組方針】
　肝疾患診療連携拠点病院及び肝疾患に関
する専門医療機関を引き続き確保し、地域
において患者が適切な肝疾患医療を継続的
に受けられる体制の整備に努めていきま
す。

感染症対策
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№
主な事業の推進状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針疾病・事業等の名称 施策の展開内容

12 感染症対策 4 ウイルス性肝炎
（B型・C型）
対策

5

・

　肝炎対策協議会における今
後の対策の検討
医療提供体制の整備や患者の
支援策の推進等について検討

　肝炎の専門医や医療関係者、患者
団体等で構成する肝炎対策協議会に
おいて、本道の医療提供体制の整備
や患者への支援策の推進などについ
て検討を行っています。
　また、肝炎対策協議会における議
論を踏まえ、肝炎予防や医療に携わ
ることができる人材育成の観点か
ら、拠点病院が行う肝炎医療コー
ディネーターの養成を行っていま
す。

②比較的順調

　肝炎対策協議会において、本道の実情に即した今
後の対策について検討を行い、肝炎対策の充実を図
るとともに、肝炎患者への適切な助言や受診勧奨を
支援する肝炎医療コーディネーターの養成を行うこ
とができました。

【課題】
　肝炎対策を加速するためには、肝炎医療
コーディネーターの更なる養成が必要で
す。

【今後の取組方針】
　肝炎対策協議会において、本道の実情に
即した今後の対策について検討を行い、肝
炎対策の一層の充実を図るとともに、人材
育成の観点から、医療従事者研修への協力
や肝炎医療コーディネーターの養成に努め
ていきます。

1

・

　道民に対する臓器移植に関
する知識の普及啓発
臓器移植に関する市民公開講
座の開催、地域・職域におけ
る学習会への臓器移植コー
ディネーターの派遣等

　関係機関・団体と連携し、臓器移
植普及推進月間等において、学校の
出前講座に臓器移植コーディネー
ターの派遣等を行い、臓器移植に関
する正しい知識の普及啓発に努めて
います。

2

・

　臓器提供意思表示の普及啓
発
市町村、保健所、コンビニエ
ンスストア等への臓器知恵強
意思表示カードやリーフレッ
トの配置、各種広報等による
普及

　市町村、保健所、コンビニエンス
ストア等への臓器提供意思表示カー
ドやリーフレットを配置して普及に
努め、各種広報等により普及啓発を
図っています。

3
・

・

　臓器移植医療体制の充実
関係団体が実施する臓器提供
施設の充実に向けた活動の支
援
院内移植コーディネーターの
配置推進、臓器移植コーディ
ネーターによる普及活動の実
施

　関係団体が実施する臓器提供施設
の充実に向けた活動の支援を行って
います。
　院内移植コーディネーターの配置
推進、臓器移植コーディネーターに
よる普及活動の実施を支援していま
す。

1
・

・

・

　骨髄移植の推進
道の各種広報媒体やパネル展
を通じた、骨髄提供希望者登
録の普及啓発
赤十字血液センターのない第
二次医療圏の保健所における
ドナー登録の受付
骨髄移植実施医療機関におけ
る無菌室の整備促進

　道の各種広報媒体やパネル展を通
じ、骨髄提供希望者登録の普及啓発
に取組を行っています。
　また、赤十字血液センターのない
第二次医療圏の保健所計18箇所にお
いてドナー登録を受付し、ドナーの
確保に努めています。

2
・

　さい帯血移植の推進
「北海道臍帯血バンク」と連
携した知識の普及啓発

　関係機関・団体と連携し、臓器移
植普及推進月間等において、学校の
出前講座に臓器移植コーディネー
ターの派遣等を行い、臓器移植等に
関する正しい知識の普及啓発に努め
ております。

【課題】
　適切な臓器移植が推進されるよう臓器移
植に関する正しい知識を普及啓発する必要
があります。

【今後の取組方針】
　引き続き、関係機関・団体と連携し、臓
器移植普及推進月間等において、臓器移植
に関する市民公開講座の開催や、地域・職
域における学習会への臓器移植コーディ
ネーターの派遣等を行い、臓器移植に関す
る正しい知識の普及啓発に努めます。
　市町村、保健所、コンビニエンスストア
等への臓器提供意思表示カードやリーフ
レットを配置して普及に努め、各種広報等
により普及啓発を図ります。
　関係団体が実施する臓器提供施設の充実
に向けた活動の支援を行い、併せて、院内
移植コーディネーターの配置推進、臓器移
植コーディネーターによる普及活動の実施
を支援します。

13 1 臓器移植臓器等移植対
策

2 【課題】
　骨髄提供希望者が、仕事等を理由に、骨
髄提供を辞退する者が多く発生しており、
企業におけるドナー休暇制度の導入を促す
など、骨髄を提供しやすい環境を整備する
必要があります。

【今後の取組方針】
　引き続き、骨髄提供希望者登録の普及啓
発を推進します。また、赤十字血液セン
ターのない第二次医療圏の保健所18箇所に
おいて、引き続き、ドナー登録を受付し、
ドナーの確保に努めます。
　関係機関・団体と連携し、臓器移植普及
推進月間等において、臓器移植等に関する
市民公開講座のウェブ開催等を行い、臓器
移植等に関する正しい知識の普及啓発に努
めます。
　こうした普及啓発活動に加え、道民や道
内企業に対し、ドナー休暇制度の導入促進
について、広く働きかけます。

　関係機関・団体と連携し、臓器移植普及推進月間
等において、学校の出前講座に臓器移植コーディ
ネーターの派遣等を行い、臓器移植に関する正しい
知識の普及啓発に努めました。
　市町村等への臓器提供意思表示カードやリーフ
レットを配置して普及に努め、各種広報等により普
及啓発を図りました。
　関係団体が実施する臓器提供施設の充実に向けた
活動の支援を行い、また、院内移植コーディネー
ターの配置推進、臓器移植コーディネーターによる
普及活動の実施を支援しました。

②比較的順調 　道の各種広報媒体やパネル展を通じ、骨髄提供希
望者登録の普及啓発に取り組んだ。
　また、赤十字血液センターのない第二次医療圏の
保健所計18箇所においてドナー登録を受付し、ド
ナーの確保に努めました。
　関係機関・団体と連携し、臓器移植普及推進月間
等において、パネル展や学校の出前講座に臓器移植
コーディネーターの派遣等を行い、臓器移植等に関
する正しい知識の普及啓発に努めました。

骨髄及び
さい帯血移植
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№
主な事業の推進状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針疾病・事業等の名称 施策の展開内容

1
・

　治療研究事業の推進
指定難病、特定疾患、小児慢
性特定疾病の治療研究の推進
により、医療の確立、普及、
医療費負担の軽減を図る

　指定難病、特定疾患及び小児慢性
特定疾病の患者に対し医療費助成を
行い、医療費負担の軽減を図ってい
ます。

　難病法に基づく指定難病の医療費助成等について
は、法令等に基づき適正に実施しています。

2
・

・

・

　在宅療養への支援
関係機関と連携した各種サー
ビスの計画的・効果的な提供
促進
訪問検診・相談事業、巡回医
療相談の実施
障がい福祉サービス等の円滑
な提供のため制度周知を図る

　在宅の難病患者に対し計画的・効
果的サービスの提供が図られるよ
う、在宅療養支援計画の策定や訪問
指導等を実施するととともに、通院
が困難な神経難病患者に対し医師・
保健師等による訪問検診や、受診・
医療相談の機会に恵まれない地域に
おいて、巡回医療相談を実施してい
ます。（Ｒ４年度の巡回医療相談
は、コロナ禍で中止)
　
　また、指定難病の医療費助成の更
新手続きの機会等を通じて、障がい
福祉サービス等の制度の周知を行っ
ています。

3

・

　難病医療提供体制の整備
（旧 難病医療ネットワーク
の形成　難病医療ネットワー
クの整備推進）

　難病医療提供体制について、難病
診療連携拠点病院や難病医療協力病
院等を指定しネットワークを構築す
るなど、体制の整備を推進していま
す。

4
・

　難病患者・家族への支援
北海道難病連の活動支援

　難病患者やその家族を支援するた
め、一般財団法人北海道難病連が行
う相談・援助活動や難病センターの
運営に要する経費の一部を助成する
など支援しています。

5

・

　地域における難病患者等へ
の支援
第二次医療圏ごとに「難病対
策地域協議会」を設置し、難
病患者等を支援

　難病患者とその家族、医療、福
祉、教育など地域の関係者で構成す
る難病対策地域協議会を二次医療圏
ごとに設置し、各地域の難病患者の
実情・課題の分析及び解決に向けた
検討や取組を行ってます。

15 1
・

・

・

　医療提供体制等の確保
北海道アレルギー疾患医療拠
点病院の選定
北海道アレルギー疾患医療連
絡協議会の設置
ガイドラインの更なる普及

　北海道アレルギー疾患医療拠点病
院（北海道大学病院）を支援する地
域協力病院を三次医療圏に１か所選
定し、関係医療機関が一体となった
診療連携体制を構築したところで
す。
　また、拠点病院のホームページに
おいて、各医療機関の検査や治療等
の情報を道民に発信したほか、医療
従事者や患者関係者等を対象とした
公開講座を開催するなど、各種取組
も実施しました。

①全体的に順調

　北海道アレルギー疾患医療拠点病院（北海道大学
病院）と地域協力病院を選定し、診療連携体制を構
築したほか、各種取組についても概ね順調に進んで
います。

【課題】
　居住する地域に関わらず適切な医療を受
けることができる医療提供体制の充実が求
められます。
【今後の取組方針】
　現行医療計画に掲げる目標の具体化を検
討し、診療連携の輪を全道的に広めていく
ほか、各種取組の更なる充実を図ります。

アレルギー対策

14 【課題】
　難病法に基づく医療費助成や、難病患者
の地域での療養生活を支える難病対策を総
合的に進めていく必要があります。

【今後の取組方針】
  法に基づき難病対策を円滑に実施できる
よう、患者団体や医療機関など関係機関と
の連携を図るとともに、施策の充実に努め
ます。
  また、難病診療連携拠点病院を中心とし
た医療提供体制の整備を推進するととも
に、引き続き、難病対策地域協議会を通
じ、各地域の実情を把握し、関係者と連携
の上、難病患者の支援の充実に努めます。

　地域の在宅難病患者の支援については、各保健所
において在宅難病患者への訪問指導等を実施してい
るほか、難病診療連携拠点病院を中心とする難病医
療提供体制の整備を推進しています。
　また、難病対策地域協議会については、全ての二
次医療圏に設置し、各地域において、関係者との連
携により、難病患者の支援のための検討や取組等を
行っています。

②比較的順調

難病対策
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主な事業の推進状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針疾病・事業等の名称 施策の展開内容

15 2
・

・

　情報提供・相談体制の確保
アレルギー疾患に係る情報提
供
適切な自己管理に関する情報
提供
相談体制の充実

　保健所においてアレルギー疾患に
関する相談に対応するとともに、専
門的な相談が必要な場合には道内の
アレルギー学会認定専門医に関する
情報提供を行っています。
　道内におけるシラカバ花粉を中心
とした空中花粉について道独自に計
測を行い、その飛散状況を道立衛生
研究所のホームページに公開してい
ます。

②比較的順調

　専門医や花粉の飛散状況に関する情報提供のほ
か、保健所において相談対応を行うことにより、ア
レルギー疾患に係る情報提供・相談体制を確保して
います。

【課題】
　個別かつ多様な相談に的確に対応した情
報提供・相談体制の充実を図る必要があり
ます。
【今後の取組方針】
　アレルギー疾患の情報提供・相談体制を
充実させるため、医療機関、保健所、市町
村、学校との連携を推進します。

16 1 地域歯科保健医
療

1 　むし歯予防のため保育所・
学校等におけるフッ化物洗口
を推進

　フッ化物洗口普及支援事業によ
り、未実施市町村におけるフッ化物
洗口の導入や、実施市町村における
保育所・幼稚園から中学校卒業まで
の継続した実施に向け、教職員説明
会・保護者説明会等に専門職を派遣
しました。
　
 また、新型コロナウイルス感染症の
流行拡大に伴ってフッ化物洗口を中
断した施設に対しては、再開に向け
たフォローアップを行いました。

2 　歯周病予防のため、成人が
歯科健診・保健指導を利用で
きる機会の確保

　北海道歯科医師会と連携し、道内
企業の従業人に対し口腔内診査・保
健指導から構成される歯科健診を実
施するとともに、国の歯科健康診査
推進モデル事業に参画し、4健康保険
組合に対し職域等における効率的・
効果的な歯科健診・保健指導の方法
について検証を行いました。
　
 また、医療機関が実施する糖尿病教
室への北海道歯科医師会からの歯科
医師・歯科衛生士派遣や、同会が実
施する糖尿病と歯周病に関わる市民
公開講座の開催を支援しました。

②比較的順調

【課題】
　新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、フッ化物洗口を中断した学校等におい
て事業再開が困難になっています。

　歯周病は、自分では症状に気づきにくい
特徴があるとともに、労働安全衛生法に基
づく事業所における歯科健診が、特定の職
場を除き義務化されていないことが、成人
期における歯科健診の機会が少ない要因の
一部であると考えられます。

　道内で地域ケア個別会議に歯科衛生士が
参画している市町村は伸び悩んでおり
（H29：10市町村、H30：15市町村、R元：
26市町村、R2：23市町村、R3：23市町
村）、高齢者の介護予防と自立支援に対し
て十分な活用がなされているとは言い難い
状況です。

　北海道における８０２０達成状況（８０
歳で自分の歯を２０本以上有する者の割
合）は、全国平均を下回っています。

【今後の取組方針】
　全市町村でのフッ化物洗口実施に向け、
関係部局連携の下、保育所・幼稚園、小学
校、中学校の教職員、学校歯科医等の協力
を得て、未実施市町村における導入を図る
ほか、中断している施設に対するフォロー
アップを行います。

　成人における歯周病予防として、国のモ
デル事業を活用しながら、効果的なアプ
ローチ方法を模索し、道民における口腔保
健行動の改善や定期的な歯科受診の増加を
図ります。

　フッ化物洗口については、自治体内の全施設で実
施している市町村もあれば、全く実施していない市
町村もあり、地域差が認められます。
 
  「成人歯科保健に係る道民歯科保健実態調査」に
おいて、歯間ブラシやフロス使用者の割合の増加
（40歳代・R元：63.2%、R2：61.4%、R3：65.4%、
R4：67.6%）、80歳で自分の歯を20本以上有する者
の割合の増加（R元：38.1%、R2：41.7%、R3：
42.7%、R4：44.9%）等改善の認められた指標がある
一方、歯間ブラシやフロス使用者の割合の増加(50
歳代・R元：63.0%、R2：66.1%、R3：67.2%、R4：
65.4%)、定期的に歯科健康診査を受診している者の
割合の増加（R元：33.2%、R2：32.4%、R3：33.6%、
R4：33.2）、60歳代における咀嚼良好者の割合の増
加（R元：70.6%、R2：69.0%、R3：66.9%、R4：
66.7%）、など、はっきりとした改善が認められな
かった指標もありました。
 
  在宅歯科医療連携室は、令和２年度に落ち込んだ
相談対応件数が回復しつつあります（H30：728件、
R元：1,003件、R2：820件 R3：930件、R4：875
件）。
 
  食・口腔機能改善専門職等養成事業における養成
研修の受講者数は377人であったほか、「地域ケア
個別会議に従事できる歯科衛生士」の派遣に係るス
キームを整理し更なる活用体制を整備しました。

　新型コロナの感染拡大下においても要介護高齢者
等に対する取組が推進できるよう、普及啓発とし
て、介護職向けのハイブリッド研修会を実施した
他、低栄養・フレイル予防のための多職種検討会の
実施、「飲み込みやすいレシピ集」を作成し地域へ
還元する等の取組を行いました。

アレルギー対策

歯科保健対策
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主な事業の推進状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針疾病・事業等の名称 施策の展開内容

16 1 地域歯科保健医
療

3 　低栄養と誤嚥性肺炎の予防
のため、認知症高齢者等に対
する口腔ケア提供体制の整備

　要介護高齢者歯科保健対策推進事
業により、介護を必要とする高齢者
が利用する施設、事業所等の職員及
び地域の歯科医師、歯科衛生士と道
立保健所職員が連携して、多職種で
口腔ケア・食事介助困難事例の問題
解決を図る取組を推進しています。
　
 北海道歯科医師会が運営する在宅歯
科医療連携室に対する支援を行い、
在宅歯科医療に関する相談対応や多
職種連携を促進しました。
　
  また、食・口腔機能改善専門職等
養成事業により、地域ケア個別会議
や一般介護予防事業の場において、
多職種の役割やケアプランを踏まえ
たうえで適切な助言をすることので
きる歯科衛生士等を養成する研修を
実施しました。

②比較的順調

研修を受講した歯科衛生士等が地域におい
て活用されるよう、更なる周知に努めるほ
か、地域ケア会議に歯科衛生士の参画がな
い市町村等に対し働きかけを行います。

　高齢期になるまで自分の歯を保つために
は、乳幼児期からの生涯を通じた歯科保健
への取組が不可欠であるため、引き続き住
民対象のイベント、各種コンクールの開催
等を通じて、道民への８０２０運動の普及
を図ります。

16 1 地域歯科保健医
療

4 　８０２０運動の推進 　道条例で定める「北海道歯・口腔
の健康づくり８０２０推進週間」
（11月8日～14日）及び厚生労働省が
定める「歯と口の健康週間」（6月4
日～10日）を中心とした普及啓発活
動や図画・ポスターコンクールを実
施しました。
　
　一方、新型コロナウイルス感染症
の流行拡大に伴い、親と子のよい歯
のコンクール、高齢者の歯のコン
クールは中止しました。

（前ページに記載） （前ページに記載）

2 障がい者歯科保
健医療

1 　歯科保健センターによる障
がい者歯科保健医療の確保

　第三次医療圏ごとに設置されてい
る歯科保健センターの運営に対する
支援を行うことにより、障がい者歯
科医療の促進を図っています。

2 　障がい者関連施設、在宅障
がい者の歯科保健対策の推進

　北海道障がい者歯科医療協力医養
成のための実地研修を実施し、新規
に協力医として指定を受ける歯科医
師の確保に努めるとともに、すでに
指定を受けている協力医が指定を更
新するために必要な研修を実施し、
協力医をはじめとする歯科医療従事
者の資質向上に努めています。

　また、道立保健所で実施している
障がい者（児）歯科保健医療連携推
進事業により、障がいのある人が地
域でかかりつけ歯科医を確保し定期
受診するための体制整備を推進して
います。

歯科保健対策

歯科保健対策

　各圏域の歯科保健センターの施設整備を支援する
ことにより、地域における歯科医療提供体制の確保
を図りました。

　障がい者歯科医療協力医の新規・更新指定のため
の研修を実施することにより、各圏域において、障
がい者に対する歯科医療提供体制が確保されるよう
努めました（R3年度末現在75市町村、R4年度末現在
75市町村）。

②比較的順調

【課題】
　障がい者歯科医療協力医の登録には地域
偏在が認められます。

【今後の取組方針】
　協力医の少ない地域で養成研修を行うな
ど、今後も協力医の確保と資質向上を図り
ます。

　歯科保健センターと地域の医療機関との
連携強化により、障がい等があってもでき
る限り身近なところで歯科保健医療サービ
スが受けられる体制の整備に努めます。
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主な事業の推進状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針疾病・事業等の名称 施策の展開内容

16 1 　離島等への歯科診療班の派
遣

　年３回、羽幌町天売地区及び焼尻
地区に歯科医師、歯科衛生士、歯科
技工士から構成される歯科診療班を
派遣し、歯科医療確保が困難な離島
の地域住民に対し歯科診療を行いま
した。

2
・

　過疎地域等特定診療所
市町村が設置する過疎地域特
定診療所の施設・設備整備の
促進

　該当する地域からの支援要望がな
かったため、実施していません。

1
・

　高次歯科医療の提供体制
高次歯科医療を提供できる
ネットワークの充実

　各地域において、歯科医療機関同
士互いに協力・連携しながら病診連
携が行われています。

2
・

　休日救急歯科医療
在宅当番医制の休日救急歯科
医療の確保の支援、情報提供

　各郡市歯科医師会が行う休日当番
医制等による歯科診療を支援するこ
とにより、日曜、祝祭日、年末年始
を中心とした休日救急歯科医療の確
保を促進しています。
　
　また、歯科医療従事者が救急患者
に対して適切な対応をするための取
組を促進しています。

3 　歯科医療機能情報の提供
道民への歯科医療機関に関す
る医療機能情報の提供

　道民が適切な歯科医療機関を選択
できるよう、「北海道医療機能情報
システム」により、診療時間や対応
できる治療内容といった、歯科医療
機関の医療機能情報をWeb上に公開し
ています。

　各郡市歯科医師会における休日当番医制等によ
り、日曜、祝祭日、年末年始を中心とした休日救急
歯科医療が確保されており、また、北海道歯科医師
会を中心として、歯科医療従事者が救急患者に対し
て適切な対応をするための取組が行われています。

離島・へき地に
おける歯科保健
医療

3

高次歯科医療及
び休日救急歯科
医療

4

歯科保健対策 【課題】
　派遣する歯科医療チームの高齢化に伴う
従事者の確保や天候に左右されやすい派遣
体制の維持が困難になっており、安定的な
歯科医療提供体制が必要です。

【今後の取組方針】
　道内における歯科医師養成大学等と連携
しながら、引き続き、歯科医師の確保が困
難な離島における歯科医療の確保に努めま
す。

　新型コロナウイルス感染症の流行拡大により天
売・焼尻地区各1回の歯科診療班派遣事業が中止と
なりました。

【課題】
　各地域において、歯科医療機関同士が互
いに協力・連携しながら病診連携が行われ
ていますがな高次歯科医療を提供できる
ネットワークの維持が必要です。
　
【今後の取組方針】
　引き続き、大学病院や歯科医師会等の関
係団体と連携を図るとともに、北海道歯科
医師会の協力を得て、各郡市歯科医師会単
位で歯科保健センターを活用した拠点型施
設又は歯科診療所の輪番制により休日救急
歯科医療の確保に努めます。

②比較的順調

②比較的順調
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№
主な事業の推進状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針疾病・事業等の名称 施策の展開内容

17 1
・

・

・

・

　介護予防
市町村が実施する介護予防事
業に対する技術的助言、支
援、専門職の派遣
介護予防関連事業の従事者向
け研修の実施
介護予防事業の実施状況の調
査、検証、先進事例の提供
介護予防・日常生活支援総合
事業の促進

[市町村支援チームによる支援]
　各道立保健所に設置している地域
介護予防・地域包括ケア事業支援
チームが、市町村からの支援要望に
基づき、各種事業に対する技術的助
言や講師調整等を行いました。（72
回）

[介護予防ケアマネジメント従事者研
修]
　地域包括支援センターをはじめと
した介護予防ケアプランを立案する
職員を対象にケアマネジメント技術
の向上を目的とした研修会を実施し
ました。（4回・229名）

　介護予防・日常生活支援総合事業
等の推進のため、道内の実施状況に
ついて調査を行うとともに、先進事
例とともに情報提供を行いました。

[地域リハビリテーション]
　リハビリテーション専門職をアド
バイザーとして市町村へ派遣し、住
民主体の自主グループの形成と育成
に関する支援を実施しました。
[現地支援]
　１市町村（11回、417人）
 
 また、住民主体の自主グループ育成
のための支援技術の習得等を目的と
した研修会を実施しました。
（60市町村 17回 575人）

2
・

・

　高齢者の健康づくり
高齢期の体重管理、ロコモ
ティブシンドローム予防の普
及啓発
介護保険施設等における適切
な栄養管理の指導、研修会の
実施

　道民の健康づくり推進週間におけ
るパネル展等によるほか、市町村健
康増進事業等で普及啓発が行ってい
ます。
　
　また、介護保険施設等の給食事業
に対し、個別指導や研修会を実施し
ています。

②比較的順調

 新型コロナウイルス感染症の流行拡大により、一
時的に事業は縮小されましたが、書面やwebの活用
により一定程度の普及が図られ、対面での事業も再
会しつつあります。

【今後の取組方針】
 高齢期における健康の保持・増進を図る
ため、継続して実施します。

　左記の取組により、介護予防活動や地域リハビリ
テーション体制の整備の推進が図られました。
　
　市町村が実施する介護予防事業に対する技術的助
言や専門職の派遣については、前年度よりも実施回
数は増加したものの、新型コロナウイルスの影響で
市町村からの手上げが少なかったことや、保健所に
おいて新型コロナウイルス関連業務を優先せざるを
えない状況等があり、目標回数を達成するのが困難
でした。

②比較的順調

今後高齢化に伴い増加する疾病
等対策

【今後の取組方針】
　介護予防の取組については、新型コロナ
の感染拡大防止に配慮しながら、研修会等
を継続して実施します。

　リハビリテーション専門職の市町村派遣
や住民主体の自主グループ支援について
は、引き続き、現地対応が困難な場合で
あっても、オンライン方式を活用した支援
を検討するなどして、自主グループの立ち
上げ・活動定着・活性化を図ることで、地
域における支え合い活動を推進します。

　介護予防・日常生活支援総合事業の推進
については、実施状況調査や通いの場の実
態把握を引き続き行い、先進事例とともに
市町村へ情報提供します。
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№
主な事業の推進状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針疾病・事業等の名称 施策の展開内容

17 3
・

・
・

　歯科保健医療
口腔ケアの重要性の普及啓発
及び専門的口腔ケア従事者の
認知症対応力向上
オーラルフレイルへの対応
地域ケア会議等における専門
的助言を行う歯科医療従事者
の養成

　食・口腔機能改善専門職等養成事
業により、地域ケア個別会議や一般
介護予防事業の場において、多職種
の役割やケアプランを踏まえたうえ
で適切な助言をすることのできる歯
科衛生士等を養成する研修を実施し
ています。
　
　歯科医療従事者認知症対応力向上
研修を実施し、認知症等の要介護高
齢者への適切な歯科医療提供体制の
構築を推進しています。

　また、在宅歯科医療連携室を支援
することにより、医療・介護関係者
に対して在宅歯科医療に係る情報提
供を行うとともに、道民に対する普
及啓発を促進しています。

②比較的順調

　在宅歯科医療連携室の相談対応件数は、R2年度新
型コロナウイルス感染症の流行拡大による影響を受
け減少しましたが、R3年度以降は平年に近い件数と
なっています（H30：728件、R元：1,003件、R2：
820件 R3：930件、R4：875件）。
　
　食・口腔機能改善専門職等養成事業における養成
研修の受講者数は増加傾向となっています（H30：
127人、R1：104人、R2：113人、R3：113人、R4：
350人）。
　また、R4年度においては「地域ケア個別会議に歯
科衛生士が参画する市町村」が、3市町村するなど
歯科衛生士が活躍する素地ができつつあります。

【課題】
　道内で地域ケア個別会議に歯科衛生士が
参画している市町村は増加してきているも
のの（H29：10市町村、H30：15市町村、R
元：26市町村　R2：28市町村、R3：23市町
村）、高齢者の介護予防と自立支援に対し
て十分な活用がなされているとは言い難い
状況です。

【今後の取組方針】
　引き続き養成研修を開催すると共に、研
修を受講した歯科衛生士等が地域において
活用されるよう、更なる周知に努めるほ
か、地域ケア会議に歯科衛生士の参画がな
い市町村等に対し働きかけを行います。

1
・

・
・
・

　医療機関及び薬局における
医療の安全を確保するための
取組の推進
医療安全管理
院内感染対策
医薬品の安全管理
医療機器の安全管理

　医療機関及び薬局への立入検査を
実施し、医療安全管理、院内感染対
策、医薬品及び医療機器の安全管理
の状況について点検し、必要な指導
を実施しています。

　R4年度はコロナ禍においても感染状況を踏まえる
必要があったが医療機関等に対し必要な指導を実施
し、保健所の医療相談員の技術向上に努め、住民か
らの医療相談に適切に対応することができました。

2

・

　医療安全に関する研修会の
開催
医療機関、薬局を対象とした
研修会の実施

　国等が行う医療安全研修会を保健
所等の医療相談員が受講し、相談対
応の技術向上に努めるとともに地方
医療安全支援センター（サブセン
ターを含む）では、医療機関等を対
象に研修会を開催しています。

3

・
・

　医療安全支援センターの設
置運営
医療相談
医療安全推進協議会

　平成１５年６月から道及び各保健
所に２７カ所の医療安全支援セン
ター（サブセンターを含む）を設置
し、住民からの医療等に関する相談
に対応しています。

19 1
・
・
・

　医療機能情報の提供
医療機能情報の収集
医療機能情報の公表
医療機能情報の閲覧

　各医療機関に対し、業務内容等の
サービス情報などの医療機能情報に
ついて定期報告を求めるとともに、
医療機能情報に変更があった場合に
は、随時報告を求めるなどして正確
な情報の収集に努めています。
　
　道民が地域や医療機能から医療機
関を検索できるよう、各医療機関か
ら報告のあった医療機能情報を道の
ホームページにおいて公表していま
す。

②比較的順調

　定期報告により各医療機関から収集した医療機能
情報について確認を行い、更新された情報を適正に
公表しました。

【今後の取組方針】
　新たに開設した医療機関に対し、道への
医療機能情報の報告及び施設での住民・患
者への閲覧を指導するとともに、令和６年
度以降は、新たに国が開発した全国統一シ
ステムを利用しながら、毎年の定期報告及
び随時報告を求め、正確な情報の収集、道
民への情報公開及び施設における住民・患
者への閲覧の充実に努めます。

医療情報の提供

医療安全対策 【課題】
［新型コロナウィルス感染症の影響］
・一部の病院や薬局において立入検査が実施
できなかったこともあり、実施数は一時的に減
少している。
・研修会においては、保健所に設置されている
地方医療安全支援センターでは、すべての地
域で開催できませんでした。

【今後の取組方針】
　医療機関や薬局において適切な医療安全
管理体制が確保されるよう、立入検査を通
じて、必要な助言・指導を行うとともに、
医療事故や院内感染事例の周知を図り、医
療事故防止対策の推進に努めます。
　
　各保健所の医療相談員を対象とした研修
会を開催し、相談対応の技術向上を図ると
ともに、医療機関を対象とした医療安全研
修会を開催し、医療安全対策の充実に努め
ます。

今後高齢化に伴い増加する疾病
等対策

②比較的順調

18

〇R3立入検査実施数
　病院： 93施設
　薬局：476施設

○R4立入検査実施数
　病院：261施設
　薬局：334施設

〇R3研修会開催：１回

○R4研修会開催：１回

〇R3相談件数：７８４件

〇R4相談件数：７０９件
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主な事業の推進状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針疾病・事業等の名称 施策の展開内容

19 2
・
・

　病床機能情報の提供
病床機能情報の収集
病床機能情報の活用・公表

　各医療機関に対し、「高度急性
期」「急性期」「回復期」「慢性
期」の４区分に係る病床機能の定期
報告を求めるとともに、未報告の医
療機関に対して報告を促し、行うな
どにより、情報の収集に努めていま
す。
　
　報告された病床機能などの情報に
ついて、地域医療構想調整会議など
の場で共有し、地域医療構想の実現
に向けた検討資料として活用してい
ます。

②比較的順調

　定期報告により各医療機関から収集した病床機能
について確認を行い、収集した情報を活用するとと
もに、適正に公表しました。
（R３報告率：97.2%）

【今後の取組方針】
　新たに開設した医療機関や未報告の医療
機関に対し、病床機能の定期報告を促する
とともに、引き続き、地域医療構想調整会
議などの場における活用及び道のホーム
ページでの公表などにより、医療機関や道
民への情報公開に努めます。

医療情報の提供
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№
主な事業の推進状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針疾病・事業等の名称 施策の展開内容

1
・

・
・

　地方・地域センター病院
地域医療機関への医師等の派
遣
研修会の開催
医療機器の共同利用

　医療機能及び地域医療支援機能の
充実を図るため、地域の医療機関へ
の医師等の派遣や地域の医療機関も
参加できる研修会、設備整備に係る
経費を支援しています。

③一部に努力を
要する

一部の地域センター病院では、医療従事者の不足等
により医療機能が低下し、医療活動も減少している
状況にあるため。

2
・

　離島等特定地域病院
離島等の中心的医療機関とし
ての医療機能の充実

　ＩＣＴを活用したコミュニケー
ションツールなど、通信機器を利用
した離島等医療機関とバックアップ
医療機関との連携による離島等の医
師の負担軽減や、関係医療機関、患
者・家族相互の相談体制の構築を推
進しています。

2 地域医療支援病
院の整備

1
・

　地域医療支援病院の整備
地域医療支援病院の整備に向
けた医療機関等への働きかけ

　地域医療支援病院の承認基準など
について、道のホームページを通じ
て周知を図っています。

③一部に努力を
要する

　かかりつけ医と二次医療機関との連携により、地
域医療の確保を進めることが必要であり、より一
層、地域医療支援病院の整備を進める必要がありま
す。
 （令和３年度）承認実績：２件、相談実績：１件

（令和４年度）承認実績：０件、相談実績：２件

【課題】
　かかりつけ医と二次医療機関との連携に
より、地域医療を確保するという観点か
ら、引き続き、地域医療支援病院を整備す
る必要があります。

【今後の取組方針】
　承認申請の相談を受けた際には、制度や
承認基準について丁寧な説明を行うととも
に、承認を受けている病院に対しては承認
基準を満たしているかなどについて実地検
査を行うなど必要な指導を行い、地域医療
支援病院の適正な運営の確保に努めます。

医療機関相互
の役割分担と
広域連携の推
進

20 9 【課題】
　一部の地域センター病院では、医療従事
者の不足等により医療機能が低下し、セン
ター病院としての医療活動も減少している
状況にあり、センター病院制度の安定的な
運営を図るためには、二次医療圏域内にお
いて、現在のセンター病院の医療機能の共
有や今後期待する役割等について、引き続
き協議を行う必要があります。

【今後の取組方針】
　地域医療構想の実現のためには、地方・
地域センター病院の果たす役割がこれまで
以上に重要になることから、地域医療支援
機能の強化や圏域ごとに均衡のとれた医療
提供体制の構築が図られるよう、隣接圏域
や自圏域の医療機関に対する医師等の派遣
に係る経費について引き続き支援していき
ます。
　
　離島等特定地域病院に対しては、ICTを
活用したコミュニケーションツールなどの
通信機器の整備について、引き続き支援し
ていきます。

　医師確保計画策定に併せて見直しを行っ
た「地域枠医師の配置等の考え方」にもと
づく、地方・地域センター病院等への地域
枠医師の配置など引き続き支援していきま
す。

地方・地域セン
ター病院等の機
能の充実
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№
主な事業の推進状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針疾病・事業等の名称 施策の展開内容

1 　地域連携クリティカルパス
導入圏域の拡大、既導入圏域
の連携機関・職種の拡大によ
る地域連携クリティカルパス
の更なる普及とシステム開
発・構築

　ICTネットワークを活用した地域連
携クリティカルパスのアプリ化を図
り、医療機関だけでなく患者支援に
関わる保健医療福祉関係者が互いに
患者情報を共有できるシステム開
発・構築を行うとともに、その普及
啓発を行っています。
　
  地域の医療機関をモデルに、上記
アプリのネットワーク上の情報共有
の施行実施や導入に向けた実証実験
を実施し、その結果を別の機関や地
域に広げる等の導入に向けた働きか
けを行っています。

③一部に努力を
要する

2 　地域において医療機関、保
健福祉関係機関が集まる機会
などを活用し、関係団体とも
連携した地域連携クリティカ
ルパスの普及促進と人材育成

　パス運営機関・専門医療機関・回
復期・維持期医療機関・介護関連施
設等と連携しながら、研修会や検討
会等の開催を通じて地域連携クリ
ティカルパスの普及啓発と運用のた
めの人材育成を図っています。

21 1 電子カルテ等医
療情報の電子化
の推進

1
・

　医療機関内の情報化の推進
電子カルテシステム等の導入
促進、セキュリティの徹底

　令和2年10月1日現在、道内の病院
全体の46.1％（全国54.1％）にあた
る252病院、診療所全体の46.6％（全
国49.9％）にあたる1,561診療所が電
子カルテシステムを導入していま
す。

　全国平均を目標値とした進捗率では85点となるほ
か、平成29年との比較では、病院で11.7%、診療所
7.1%の電子カルテを導入した医療機関が増加してお
り、全国平均を下回る割合は縮小しています。

【課題】
　電子カルテシステムを導入する病院及び
診療所が全国の導入率と比較して少ない状
況です。

【今後の取組方針】
　国においては、対象となる情報の範囲を
順次拡大する等、更なる情報の標準化を進
めるほか、医療情報化支援基金等を活用し
て、標準化された電子カルテ情報及び交換
方式等の普及を目指すこととしているた
め、その動向を踏まえ、積極的な利用を促
します。

2 情報通信技術
(ICT)を活用し
た情報共有の促
進

1
・

　ICTを活用した診療情報等
の共有ネットワークの構築、
導入支援、セキュリティの徹
底

　地域医療介護総合確保基金を活用
し、患者情報を地域の医療機関等で
共有するためのネットワークの構築
を支援しました。

　全ての二次医療圏域において、ネットワークを構
築又はネットワークに参加している医療機関がある
ほか、医療機関間以外に薬局や介護情報との連携も
進んできています。

【課題】
　国においては、医療機関や自治体が電子
カルテやレセプト等の情報を共有する「全
国医療情報プラットフォーム」の基盤を令
和５年度中を目途に構築することとしてお
り、地域独自のネットワークのあり方につ
いて検討が必要。

【今後の取組方針】
　国の動向を踏まえ、地域独自のネット
ワークのあり方等について検討します。

②比較的順調

20 3 地域連携クリ
ティカルパスの
普及

医療に関する
情報化の推進

医療機関相互
の役割分担と
広域連携の推
進

【課題】
　専門医を初めとした職員不足、中心医療
機関の不在、地域連携クリティカルパスの
認知不足、入力の手間がかかるイメージに
より導入に躊躇している、地域連携クリ
ティカルパスを運用する人材への普及啓発
不足等の課題がある。

【今後の取組方針】
　急性期から在宅療養まで切れ目のない医
療サービスを提供するために、ICTネット
ワークと連携できるアプリの普及について
導入モデル圏域を設定し、地域連携クリ
ティカルパスをツールとした連携体制の充
実を計画的に進めます。
　未導入圏域に対しては、地域の実態把握
に努め、必要時に応じ関係者との意見交換
等を実施しながら、導入に向けた普及促進
に努めます。
　関係団体との協力のもと、地域において
効果的・効率的に運用できる人材育成に努
めます。

　専門医の不足や中心となる病院がないことから導
入が進まない第二次医療圏があるため、ICTを活用
した専門医療機関との連携体制の構築に努力が必要
です。
　
　切れ目のない医療サービスの提供のためには多職
種間の有機的連携が必要であることから、地域関係
者における地域連携クリティカルパス導入の必要性
や効果について認識を共有する必要があります。
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№
主な事業の推進状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針疾病・事業等の名称 施策の展開内容

1
・

　システム導入の促進
医療機関等の設備整備、体制
整備の支援

　地域医療介護総合確保基金を活用
し、専門的なアドバイス等診療支援
を受けるための設備の導入に対し支
援しました。

2
・

　連携体制の促進
診療支援を行う医療機関の取
組を支援

　地域医療介護総合確保基金を活用
し、遠隔地の医師に対する専門医に
よる助言のために必要な経費を支援
しました。

4 医療情報システ
ムの充実

1
・

・

　医療情報システムの充実
北海道救急医療・広域災害シ
ステムの充実
北海道周産期救急情報システ
ム、救急搬送コーディネー
ター等の活用

　北海道救急医療・広域災害システ
ムや周産期コーディネーター事業の
運営に精通した事業者に業務委託し
ており、医療機関や消防機関等から
の照会に対する情報提供、救急患者
の受入医療機関との調整に加え、道
民からの電話相談対応を行い、全道
域での円滑な救急搬送に資する情報
提供体制を構築しています。

②比較的順調

　検索画面や内容の充実を図るなど、必要な施策を
実施することにより、医療情報を効果的・効率的に
提供することができました。

【課題】
　北海道救急医療・広域災害情報システム
等については、利便性の向上や、医療機関
情報の内容充実を図るほか、引き続き、関
係機関と連携を深め、必要な情報を適切に
提供する必要があります。

【今後の取組状況】
　北海道救急医療・広域災害情報システム
等の運用状況を検証するなど、関係機関と
の連携を図りながら、事業を運営していき
ます。

22 1
・

・

　医薬分業の推進
薬局薬剤師の資質向上、医薬
分業の導入が遅れている地域
の解消
地域の実情等に合わせた休
日・夜間の処方せん受入体制
の充実

 薬局薬剤師の資質向上、医薬分業の
導入を促進するため、薬剤師の資質
向上につながる研修を北海道薬剤師
会を通して実施しています。

2
・

・

・

　「かかりつけ薬局」の普及
「かかりつけ薬局」、「健康
サポート薬局」、「北海道健
康づくり支援薬局」等の普及
啓発
薬局のかかりつけ機能の強
化、「健康サポート薬局」、
「北海道健康づくり支援薬
局」の整備促進
「お薬手帳」の普及、医療機
関と薬局の連携強化

　北海道薬剤師会を通して、「かか
りつけ薬局」、「健康サポート薬
局」、「北海道健康づくり支援薬
局」等の普及啓発を行いました。ま
た、北海道薬剤師会を通して研修会
等を開催し、「健康サポート薬
局」、「北海道健康づくり支援薬
局」の整備を促進しています。
　
  医薬品の重複投与や相互作用によ
る副作用を未然に防止するため、
「お薬手帳」の普及に向けた啓発を
行い、また、医療機関との連携が強
化されるよう、薬剤師の研修を実施
しています。

3
・

・

　医薬品の正しい知識の普及
医薬品の正しい知識、薬局・
薬剤師の役割等の普及啓発
「ほっかいどう・おくすり情
報室」の機能充実、周知

　「薬と健康の週間」等において、
医薬品に関する正しい知識や薬局・
薬剤師の役割について普及啓発を
行っています。
　北海道薬剤師会医薬情報センター
に「ほっかいどう・おくすり情報
室」を設置し、医薬品等に関する
様々な相談に対応し、医薬品の正し
い知識の普及啓発を推進していま
す。

②比較的順調

【課題】
　薬局の役割や「かかりつけ薬局」、「健
康サポート薬局」、「北海道健康づくり支
援薬局」、「お薬手帳」のより一層の普及
啓発の必要性。

【今後の取組方針】
　引き続き、薬局薬剤師の資質向上、医薬
分業の導入がを促進するため、薬剤師の資
質向上につながる研修を北海道薬剤師会を
通して実施していきます。
　引き続き、北海道薬剤師会を通して、
「かかりつけ薬局」、「健康サポート薬
局」、「北海道健康づくり支援薬局」等の
普及啓発を行います。また、北海道薬剤師
会を通して研修会等を開催し、「健康サ
ポート薬局」、「北海道健康づくり支援薬
局」の整備を促進します。
　引き続き、医薬品の重複投与や相互作用
による副作用を未然に防止するため、「お
薬手帳」の普及に向けた啓発を行います。
また、医療機関との連携が強化されるよ
う、薬剤師の研修を実施します。
　引き続き、「薬と健康の週間」等におい
て、医薬品に関する正しい知識や薬局・薬
剤師の役割について普及啓発を行います。
　引き続き、北海道薬剤師会医薬情報セン
ターに設置する「ほっかいどう・おくすり
情報室」において、医薬品等に関する様々
な相談に対応し、医薬品の正しい知識の普
及啓発を推進します。

②比較的順調

医療に関する
情報化の推進

　医師から医師へ指導・助言を行う遠隔医療への設
備整備等の支援により、二次医療圏内での支援体制
の構築のほか、全道域で対応する難病等の拠点病院
の医師が地方の医師へ支援を行う体制が広がりつつ
あります。

医薬品の適正
使用の推進と
供給体制の整
備

1 医薬品の適正使
用の推進

21 3 遠隔医療システ
ムの導入促進

【課題】
　医療機関が補助制度による支援について
認識し、設備の導入、連携先医療機関との
調整、検討ができるよう支援が必要です。

【今後の取組方針】
　補助制度による支援内容や活用事例につ
いて、医療機関に周知を行い積極的な活用
を促します。

　薬局薬剤師の資質向上、医薬分業の導入を促進す
るため、薬剤師の資質向上につながる研修を北海道
薬剤師会を通して実施しました。
　「かかりつけ薬局」、「健康サポート薬局」、
「北海道健康づくり支援薬局」等の普及啓発を行
い、研修会等を通じて「健康サポート薬局」、「北
海道健康づくり支援薬局」の整備が促進されまし
た。
　医薬品の重複投与や相互作用による副作用を未然
に防止するため、「お薬手帳」の普及に向けた普及
啓発を行いました。また、医療機関との連携が強化
されるよう、薬剤師の研修を実施しました。
　「薬と健康の週間」等において、医薬品に関する
正しい知識や薬局・薬剤師の役割について普及啓発
を行いました。また、「ほっかいどう・おくすり情
報室」において、医薬品等に関する様々な相談に対
応し、医薬品の正しい知識の普及啓発を推進しまし
た。
R4年度相談件数　606件
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№
主な事業の推進状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針疾病・事業等の名称 施策の展開内容

2 1
・

　災害時備蓄医薬品等の供給
体制
災害時備蓄医薬品等を第三次
医療圏ごとに備蓄するほか、
災害時における医薬品等の供
給体制を整備

　災害発生時に必要となる緊急医薬
品等のうち、１４薬効群の医薬品等
を第三次医療圏ごとに常時備蓄し、
医薬品等供給体制を確保していま
す。

2
・

　道有医薬品等の供給体制
まれに発生する疾病の治療に
使用されるワクチン・抗毒素
の備蓄を図るとともに医療機
関に備蓄状況を周知

　まれに発生する疾病のうち、ガス
えそ、ボツリヌス中毒、ジフテリア
の治療に使用されるワクチン・抗毒
素については、道有医薬品として道
内６箇所に備蓄し、必要に応じ医療
機関へ迅速に供給できる体制を整備
しました。

3

・

　インフルエンザワクチンの
安定供給
ワクチンの適正使用の推進、
安定供給の確保

　インフルエンザワクチンの適正使
用の推進及び安定供給の確保のた
め、道内の医薬品卸売業者及び関係
機関・団体と連携し、ワクチンの安
定供給に努めています。

【課題】
　災害に備えた医薬品等の継続的備蓄が必
要。

【今後の取組方針】
　災害時備蓄医薬品等を常時備蓄し、引き
続き、医薬品等供給体制の整備に努めま
す。
　ガスえそ、ボツリヌス中毒、ジフテリア
の治療に使用されるワクチン・抗毒素につ
いては、引き続き、道有医薬品として道内
６箇所に備蓄し、必要に応じ医療機関へ迅
速に供給できる体制を整備に努めます。
　引き続き、道内の医薬品卸売業者及び関
係機関・団体と連携し、ワクチンの安定供
給に努めます。

　災害時備蓄医薬品等は適切に備蓄されています。
　ガスえそ、ボツリヌス中毒、ジフテリアの治療に
使用される道有医薬品は適切に備蓄され、必要に応
じ医療機関へ迅速に供給できる体制が整備されてい
ます。
　道内の医薬品卸売業者及び関係機関・団体と連携
し、ワクチンの安定供給に努めました。

①全体的に順調

医薬品の適正
使用の推進と
供給体制の整
備

22 医薬品等の供給
体制の整備
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№
主な事業の推進状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針疾病・事業等の名称 施策の展開内容

23 1
・

　血液製剤の確保
「北海道献血推進計画」に定
める血液量を目標に血液製剤
を確保

　血液製剤の在庫状況の常時把握す
るとともに、在庫が一定水準を下
回ったとき等には「北海道献血推進
行動計画」に基づき、必要な対策を
講じています。
【献血バスの稼働の効率を上げる取
組（１日に廻れる企業数を増やす。
メインの企業だけではなく、その周
辺にある企業に対しても献血の協力
を呼び掛ける）、庁内献血（５月、
９月、１月）の実施】
　新型コロナウイルス感染症の発生
に伴う外出自粛、各種イベントの中
止、企業の在宅勤務など、様々な対
策の実施の影響により、献血ルーム
への来場者の減少、移動献血車等の
受入辞退により、血液製剤の安定的
な確保に支障を来す不測の事態に備
え、道、市町村、血液センターが連
携し、緊急庁内献血の実施、道内各
地の献血場所の確保等に努めていま
す。

　また、ＨＰ等による広報や献血会
員登録者に対する献血協力依頼メー
ルの一斉送信など、献血協力への呼
び掛けを強化しています。

2
・

　献血に関する普及啓発
献血に関する広報活動等によ
る普及啓発の実施

　道政広報コーナーを活用した献血
パネル展やYouTubeやLINEなどSNS広
告を活用した広報及びオリジナルポ
スターの作成、学生に対する献血セ
ミナーの実施するなど、積極的な普
及啓発に努めています。

3
・

　献血推進組織の育成
各種団体等の献血推進組織の
活性化、育成による献血者の
安定的な確保

　①献血功労者表彰（Ｒ４道内表彰
数　厚生労働大臣表彰状３団体、厚
生労働大臣感謝状９団体、知事表彰
状８団体）、②北海道学生献血推進
代表者会議の開催（年３回）③ライ
オンズクラブ献血推進セミナー（年
１回）

②比較的順調

　北海道献血推進計画に基づく取組目標に対し、①
献血者の普及啓発、②若年層対策の強化、③複数回
献血者対策、④安心安全な環境整備、⑤献血功労者
の表彰など確保するための必要な措置を講じ、確保
すべき目標値及び確保するために必要な献血者数を
概ね達成しています。

【課題】
　医療技術の進歩等により血液製剤の需要
量は満たされている現状にあるが、全国と
同様、本道においても少子高齢化の進行に
より、献血の対象となる人口の減少が見込
まれることに加え、若年層の献血率も減少
傾向にあることから、効果的かつ継続的な
献血推進活動が必要。

【今後の取組方針】
　①医療需要推移の検証、②献血可能人口
推移、③男女別・年代別・献血種別献血者
推移の分析、④若年層献血者確保対策な
ど、地域特性を踏まえた効果的かつ継続的
な献血推進活動を進めていきます。

血液確保対策
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№
主な事業の推進状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針疾病・事業等の名称 施策の展開内容

23 4
・

　血液製剤の適正使用の推進
医療機関における血液製剤の
適正使用の推進を図る

　医療関係者に対し、輸血用血液製
剤の適正な使用や院内体制の整備な
どについての研修として、医療機関
における輸血用血液製剤の適正使用
を推進することを目的とした北海道
合同輸血療法研修会をＲ４年度は、
現地とオンラインのハイブリッド開
催により実施しました。

　血液製剤適正使用が推進できる体
制を構築するため、道内の医療機関
における血液製剤適正使用の取組状
況などを把握することを目的とし
て、道内の輸血用血液製剤を使用し
た実績のある医療機関を対象にアン
ケート調査を実施しました（調査期
間 Ｒ４年度：12月23日～２月３日
対象施設609施設）。

②比較的順調

(前ページに記載） （前ページに記載）

24 医　師 1

・

・

　医師確保対策に係る体制の
確保
「北海道医療対策協議会」に
おける協議検討
「北海道地域医師連携支援セ
ンター」における対策の推進

　医育大学、行政機関等関係機関・
団体で構成する「北海道医療対策協
議会」において、地域医療を担う医
師の確保、養成に関する在り方を協
議・検討し、関係施策を推進してい
ます。
　道庁内に「北海道地域医師連携支
援センター」を設置し、地域枠医師
のキャリア形成支援や医師少数区域
の医師確保等について支援していま
す。

2

・

・

・

・
・
・

・
・

　道全体の医師数確保対策の
推進
暫定的に増員されている医育
大学の入学定員の維持のた
め、国に対する働きかけを実
施
臨床研修病院合同説明会の開
催、指導医対象の研修会の開
催
若手医師・学生へのアプロー
チ強化による臨床研修医、専
攻医の確保
道外からの臨床研修医確保
道外からの医師招へい
青少年を対象とした医療体験
学習会等による将来の医療人
材の育成を推進
医療機関の勤務環境改善
女性医師の復職相談や復職研
修、短時間正規雇用制度の導
入等を支援

　暫定的に増員されている医育大学
の入学定員の維持について、厚生労
働省及び文部科学省に対して、要望
しています。
　令和４年度は、令和３年度に引き
続き、新型コロナウイルス感染症の
影響により、道内の臨床研修病院を
PRする合同プレゼンテーションをオ
ンライン開催したほか、ホームペー
ジや、ＳＮＳ（FaceBook、
Twitter）、民間事業者のコンテンツ
を活用し、若手医師や学生等に向け
た情報発信についても積極的に取り
組みました。
　道外医師の移住促進に向け、地域
の医療機関の情報のみならず、地域
の情報も含めたPR冊子を作成し、道
外からの医師招へいに取り組んでい
ます。
　医師の道内での就業確保を図るた
め、働きやすい職場の環境整備に取
り組む医療機関に対して助成を行っ
ています。（令和４年度は15施設）

【課題】
　地域で勤務する医師が一定程度確保され
ているものの、医師の地域偏在解消には
至っていない。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響
により、一部の事業実施に影響がある。

【取組方針】
　医療計画の一部として、令和２年３月に
策定した「医師確保計画」に基づき、北海
道全体の医師数の維持・確保するととも
に、医師会や医育大学、市町村などと連携
し、二次医療圏の医師偏在是正に向け、引
き続き、実効性を確保しながら具体的な施
策を推進していきます。

　地域枠制度により地域で勤務する医師が着実に増
加しているほか、ドクターバンク事業や地域医療支
援センター運営事業、緊急臨時的医師派遣事業によ
り地域において一定程度の医師が確保されているも
のの、医師の地域偏在の解消には至っていない。
　
  また、新型コロナウイルス感染症の拡大により、
一部の事業に影響があったところですが、オンライ
ンを活用するなど実施方法を工夫しながら取り組み
を進めました。

血液確保対策

③一部に努力を
要する
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№
主な事業の推進状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針疾病・事業等の名称 施策の展開内容

24 医　師 3

・
・

・

・
・
・

・
・
・

　地域・診療科間のバランス
の取れた医師確保対策の推進
地域枠制度の安定的な運営
自治医科大学卒業医師、地域
枠医師のキャリアサポートに
努める
自治医科大学卒業医師、地域
枠医師の配置
緊急臨時的な医師派遣体制の
整備
北海道地域医療振興財団の取
組の促進
地域の中核的医療機関の機能
強化を図るとともに代替医師
及び診療協力のための医師派
遣を促進
地域医療実習の促進
専門研修プログラムの確認
医育大学からの指導派遣等に
より、地域の研修体制を整備

　医学生に対して地域枠制度説明会
やキャリア形成セミナーを実施して
います。また、医療対策協議会にお
いて、地域枠医師のキャリア形成に
配慮した義務年限の中断を導入する
など、制度の安定的な運営に向け、
協議しています。
　自治医科大卒業医師及び地域枠医
師を地域の医療機関に配置していま
す。（R4年度自治医大卒医師８名、
地域枠医師85名）
　緊急臨時的医師派遣事業により地
域の医療機関に医師を派遣していま
す。（R4年度 延べ1,610日）
　北海道地域医療振興財団が実施す
るドクターバンク事業に助成し、地
域で勤務する医師を確保していま
す。（R4年度 紹介成立7名、代替医
師派遣延べ3,329日

（前ページに記載） （前ページに記載）

4

・

・

・

　医師不足が顕著な地域・領
域への対策の推進
著しい医師不足地域への医師
確保対策を推進
周産期医療志望者の確保対策
を推進
医師数が減少している領域の
現状把握・分析、取組を促進

　産科医師の養成・確保を図るた
め、道内医育大学の産科医師養成に
係る取組を支援しています。

5

・
・
・

　総合診療医の養成・活用対
策の推進
総合診療教育の促進
総合診療医の確保・活用
総合診療医と他の専門診療科
や多職種との連携を促進

　総合診療医に対する理解を深める
ための専攻医・研修医・学生を対象
とした研修会や総合診療専門医を取
得した若手医師を指導医として養成
し、今後の道内勤務につなげる取組
を行う医療機関に対して助成を行い
ました。

6

・

　医師確保に向けた国への働
きかけ
地域偏在や診療科偏在の解消
に向けた制度の改善、財政支
援措置の拡充等を国へ働きか
けを実施

　暫定的に増員された医育大学の入
学定員を維持することや、医師の少
ない地域での勤務を促す環境整備に
必要な財政措置の充実などについて
国へ要望しています。

③一部に努力を
要する
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№
主な事業の推進状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針疾病・事業等の名称 施策の展開内容

1

・

　地域医療を担う歯科医師の
確保
離島、へき地に対する歯科医
師の派遣、北海道地域医療振
興財団による歯科医師の確保
を促進

　年３回、羽幌町天売地区及び焼尻
地区に歯科医師、歯科衛生士、歯科
技工士から構成される歯科診療班を
派遣し、歯科医療確保が困難な離島
の地域住民に対し歯科診療を実施す
る予定でしたが、新型コロナウイル
ス感染症の流行拡大に伴い一部を中
止しました。

2
・

　歯科医師の資質向上
専門的研修などの取組を促進

　北海道歯科医師会等と連携を図り
ながら、特殊歯科医療対応歯科医師
研修、歯科医療従事者認知症対応力
向上研修及び院内感染防止対策セミ
ナー等の研修を実施しています。

3
・

　歯科医師養成への支援
歯科医師の養成確保を促進

　該当する機関からの支援要望がな
かったため、実施していません。

4
・

　歯科衛生士の育成
歯科衛生士の資質向上の取組
を推進

　食・口腔機能改善専門職等養成事
業により、地域ケア個別会議や一般
介護予防事業の場において、多職種
の役割やケアプランを踏まえたうえ
で適切な助言をすることのできる歯
科衛生士等を養成する研修を実施し
ています。

1
・

・

・

　薬剤師の確保
未就業薬剤師に対する復職支
援事業や薬剤師バンクによる
就業あっせん・登録派遣事業
を支援
薬剤の需給動向の把握、適正
配置が図られるよう努める
道内薬科大学における学生の
長期実習の地域での受け皿づ
くりに努める

　北海道薬剤師会が主体となって実
施する、未就業薬剤師に対する復職
支援事業や薬剤師バンクによる就業
あっせん・登録派遣事業を支援しま
した。特に、薬剤師が確保が困難な
地域の医療機関及び薬局への薬剤師
派遣を実施し、適正配置が図られる
よう努めています。
　
　また、道内薬科大学における学生
の地域での受け皿作りに努めていま
す。

2
・

　薬剤師の資質向上
薬剤師の資質向上に向けた取
組を支援

　患者への適切な医薬品情報提供や
在宅医療における医薬品等の供給及
び服薬指導の実施等に薬剤師が的確
に対応できるよう、北海道薬剤師会
を通じて研修等を実施しています。

【課題】
　より効率的な薬剤師バンクの運用が必
要。

【今後の取組方針】
　引き続き、北海道薬剤師会が主体となっ
て実施する、未就業薬剤師に対する復職支
援事業や薬剤師バンクによる就業あっせ
ん・登録派遣事業を支援します。特に、薬
剤師が確保が困難な地域の医療機関及び薬
局への薬剤師派遣を実施し、適正配置が図
られるよう努めます。
　
　また、道内薬科大学における学生の地域
での受け皿作りに努めます。
　
　引き続き、北海道薬剤師会を通じて、患
者への適切な医薬品情報提供や在宅医療に
おける医薬品等の供給及び服薬指導の実施
等に薬剤師が的確に対応できるよう、研修
等の実施を支援します。

【課題】
　派遣する歯科医療チームの高齢化に伴う
従事者の確保や天候に左右されやすい派遣
体制の維持が困難になっており、安定的な
歯科医療提供体制が必要です。

　歯周病予防や、地域の要介護高齢者、障
がい者等の歯科医療及び保健指導に対応で
きる歯科衛生士の需要が高まっています
が、人口10万人当たりの歯科衛生士数（R2
年度末）は、全道平均（125.0人）では全
国平均（113.2人）を上回るものの、第二
次医療圏ごとに見た場合には、半数以上の
圏域で全国平均を下回るなど、歯科衛生士
の地域偏在が生じています。

【今後の取組方針】
　道内における歯科医師養成大学等と連携
しながら、へき地等における安定的な歯科
保健医療の提供体制の構築に向け、地域の
実情を踏まえた取組を推進します。

　地域における歯科保健医療の確保を図る
ため、歯科衛生士の知識・技術の向上のた
めの研修会や地域ケア会議参画への取組に
より一層努めるとともに、歯科専門職の資
質向上や就業継続を推進します。

②比較的順調

25

26

③一部に努力を
要する

歯科医師及び歯科衛生士

薬剤師

　新型コロナウイルス感染症の流行拡大により天
売・焼尻地区各1回の歯科診療班派遣事業が中止と
なりました。
　
　歯科専門職の資質向上に向けた研修会のR4年度の
それぞれの受講者数は、障がい者歯科医療協力医講
習会:304人、歯科医療従事者認知症対応力向上研
修:173人、院内感染防止セミナー及び医療安全に関
するセミナー:578人でした。

　地域における歯科保健医療の確保を図るため、歯
科衛生士の離職防止・復職支援に向けた実態把握を
行いました。

　未就業薬剤師に対する復職支援事業や薬剤師バン
クによる就業あっせん・登録派遣事業を支援しまし
た。特に、薬剤師が確保が困難な地域の医療機関及
び薬局への薬剤師派遣を実施し、適正配置が図られ
るよう努めました。また、道内薬科大学における学
生の地域での受け皿作りに努めました。

　患者への適切な医薬品情報提供や在宅医療におけ
る医薬品等の供給及び服薬指導の実施等に薬剤師が
的確に対応できるよう、研修等を実施しました。
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主な事業の推進状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針疾病・事業等の名称 施策の展開内容

27 1
・

・

・
・

　養成数や教育環境の確保
看護職員養成所の運営、施設
整備等を支援するとともに、
十分な財政支援措置を国へ働
きかける
小中学生等が看護職を志望す
る動機となるよう「ふれあい
看護体験」等を実施するとと
もに、看護職員養成所へ教育
訓練給付金制度などの活用を
働きかける
看護学生への修学資金貸付
看護職員養成所の看護教員の
養成・質の向上を図るととも
に実習指導者の養成など学生
実習の受入体制の整備を支援
道立高等看護学院の適切な運
営

　看護師等養成所の開設を支援する
とともに、養成所の運営を支援して
いるほか、養成所の専任教員や実習
施設の指導者の養成講習会を実施し
ています。
　
　ふれあい看護体験を実施する施設
は、新型コロナウイルスが流行する
前の施設数には届かなかったもの
の、看護職を高校生に看護の魅力を
伝えるなど普及啓発を実施していま
す。
　
　道内就業はもとより、看護職員が
不足する地域で就業を予定している
看護学生に対し、修学資金の貸付を
行っています。

2
・

・

・
・

　就業定着や離職防止の推進
院内保育所の運営、多様な勤
務形態の導入、勤務環境改善
のための施設整備等の取組を
支援
北海道ナースセンターと連携
し、医療機関の主体的な勤務
環境改善、個々の課題やニー
ズに応じた支援を実施
新人看護職員研修の支援
北海道ナースセンタの支所機
能の充実を図り、勤務環境改
善に向けた働きかけを強化

　育児中の看護職員の就業促進や離
職防止を図るため、院内保育所を運
営している医療機関や新人看護職員
に対する研修に取り組む医療機関へ
支援を実施しています。

　北海道ナースセンター事業の実施
や北海道医療勤務環境改善支援セン
ターと連携し、医療機関の勤務環境
改善に向けた取組を支援していま
す。

3

・
・

・

　未就業看護職員の再就業促
進
就業斡旋体制の強化
就業斡旋相談や復職支援研修
により再就業の不安軽減を図
る
北海道ナースセンターの支所
機能の充実

　北海道ナースセンター事業を実施
し、未就業看護職員を対象に就業支
援講習会体験研修を実施していま
す。

　地域の看護職員確保対策を推進す
るため、ハローワークでの就業相談
会を開催しています。
　
　離職時等の届出制度を活用し、求
職支援や求人紹介を行っています。

③一部に努力を
要する

　「養成確保」、「就業定着」、「再就業促進」、
「人材育成」、「地域偏在の解消」に向けた各種の
取組により、道内における看護職員の就業者数は、
これまで増加していたものの、離職率が増加するな
ど、就業者の減少が見込まれる。

　

看護職員 【課題】
　第８次北海道看護職員需給推計では、
2025年時点における北海道の看護職員は、
看護職員の都市部への集中のほか、在宅・
介護分野の需要が多くなり、1,416人不足
すると見込まれている。
　道内の看護職員就業者数はこれまで増加
していたものの、離職率が増加しているこ
とから、「再就業促進」、「就業定着」に
向けた取組を進めていくほか、「養成確
保」、「地域偏在の解消」の向けた看護職
員確保対策を進めていく必要があります。
　また、「訪問看護人材の確保」に向けた
取組を進めていく必要があります。

【今後の取組】
　「新規養成」、「就業定着・離職防
止」、「再就業促進」、「人材育成」、
「地域偏在の解消」に向けたこれまでの看
護職員確保対策を関係機関等と連携を図り
ながら、引き続き推進していきます。ま
た、訪問看護人材の確保に向けた取組につ
いて、効果的・効率的な施策を検討してま
いります。
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27 4
・

・

・

・

・

・

　人材の育成
人材育成の体制整備の促進、
地域の小規模病院の研修支
援、教育に携わる人材の育成
地域包括ケアの構築に向けた
研修の実施
看護職に対し、在宅移行や退
院支援機能の強化等に向けた
研修の実施
特定行為に係る研修制度の普
及啓発、地域の実情に応じた
研修体制の検討
保健師、看護師、助産師の職
能ごとの研修を行い人材育成
を推進
准看護師の通信制等による修
学を支援

　新人看護職員の育成、研修責任者
や教育担当者の研修に取り組む医療
機関を支援しています。

　地域包括ケアシステムの構築に向
けて、在宅医療を担う人材を育成す
る地域看護職員研修や訪問看護師養
成研修、訪問看護管理者養成研修等
を実施しています。
　
　特定行為研修制度については、意
見交換を開催し、研修制度の促進、
研修修了者の活動推進を図っていま
す。また、研修受講者の所属施設に
対し、必要な経費を補助し、研修受
講を支援しています。

　それぞれの職能に期待される役割
や専門性が発揮できるよう研修を実
施しています。
　5

・

・

・

　地域での就業促進
地域の病院等へ看護職員等を
派遣・出向
看護学生への修学資金の貸
付、養成所への運営支援の実
施
地域の課題に応じた看護職員
の確保対策に向け、看護管理
者等との連携を推進

　地域での就業を促進するため、看
護職員が不足する地域で就業を予定
している学生に対し、修学資金の貸
付を行うとともに、民間看護師等養
成所の運営支援を行っています。

　看護職員の地域偏在を解消するた
め、未就業看護職から地域応援ナー
スへの登録を促進し、都市部から看
護職員不足地域へ派遣するなどの取
組を実施しています。
　
　地域の実情や課題に応じた看護職
員の確保対策を展開するため、各道
立保健所において、地域看護連携推
進会議等を開催しています。

1 　各職種の配置状況等の把
握、需給推計を踏まえた理学
療法士等の確保

　国の需給推計の結果が示されてい
ないが、理学療法士、作業療法士及
び言語聴覚士の配置状況の把握に努
めています。

　平成29年の病院従事者数の人口1万人当たりで
は、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士ともに
全国平均を上回っています。
※人口1万人当たり
　理学療法士
　　(道:7.3人、全国:6.2人)
　作業療法士
　　(道:4.9人、全国:3.6人)
　言語聴覚士
　　(道:1.7人、全国:1.2人)

【今後の取組方針】
　国における需給推計の結果などを踏まえ
つつ、関係団体の意見を聞きながら、理学
療法士等の確保が図られるよう取組を進め
ます。

2 　回復期機能を整備する医療
機関における理学療法士等の
確保、資質向上の取組を支援

　回復期機能を整備する医療機関に
おける理学療法士等の確保に対して
支援を行っています。

　回復期機能を整備した医療機関に必要とされる理
学療法士等のリハビリテーション専門職が配置され
ました。
　
・病床機能分化・連携促進基盤整備事業　R4 15名
の雇用を支援

【今後の取組方針】
　地域で不足している回復期機能の確保の
ため、引き続き、理学療法士等の確保や資
質向上を図るための取組に対して支援しま
す。

28

②比較的順調

理学療法士等

看護職員
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№
主な事業の推進状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針疾病・事業等の名称 施策の展開内容

1 　在宅療養支援に従事する管
理栄養士・栄養士の登録促進

　従前の在宅栄養士バンク事業を北
海道栄養士会が主体として実施して
きた栄養ケアステーション事業と統
合し、「北海道管理栄養士・栄養人
材登録システム事業」として再構
築・推進しています。

　登録された人材により、各種栄養ケア活動が地域
で展開され、切れ目のない食支援が提供されていま
す。
　また、道内の栄養士養成施設からは、毎年一定程
度の有資格者が輩出されています。
・［R4免許取得者数］534名

【今後の取組方針】
　効果的・効率的な人材確保対策の推進が
図られるよう、潜在管理栄養士・栄養士の
登録事業への登録を促進します。

2 　資質の向上を図るための取
組支援

　栄養ケアステーション事業（北海
道栄養士会）
　平成28年度から、就労可能な在宅
の管理栄養士・栄養士を対象に、食
事療養支援等に関する研修が開催さ
れています。

　北海道栄養士会において、在宅栄養ケア研修会が
開催される等人材育成が図られました。
　また各支部においてもスキルアップのための研修
会等が開催されています。
・［栄養CS登録会員］154名
　　　　　　　R5.1.31時点

【今後の取組方針】
　引き続き　就労可能な管理栄養士・栄養
士の把握や資質の向上に対する支援を北海
道栄養士会と連携し行います。

1 　多職種連携等を目的とした
会議、研修会への参加を働き
かけ、情報共有や資質の向上
を図る

　保健所のコーディネートのもと、
第二次医療圏ごとに多職種連携協議
会を設置し、医療介護従事者参加の
研修会等を開催しました。

・〔R4年度〕実施した二次医療圏
　１３圏域 ②比較的順調

　各第二次医療圏ごとに多職種連携協議会におい
て、医療介護従事者等多職種の研修会等を開催して
います。

〔達成状況〕
１３圏域／２１圏域

【課題】
　新型コロナウイルスの影響により、研修
会等の開催を中止するなどの影響が出てい
ます。

【今後の取組方針】
　第二次医療圏ごとに多職種連携協議会に
おいて、医療従事者等を対象にした研修会
等のWEB等による開催可能な方法を検討、
実施し、医療従事者間の情報共有や資質の
向上を図ります

2 　医師事務作業補助者の配置
を促進

　医療機関における勤務環境の改善
を促進するため、医師事務作業補助
者を配置した医療機関に対し、助成
しています。

③一部に努力を
要する

　医師事務作業補助者の配置を支援し、医師の事務
負担軽減を図りましたが、医療機関の勤務環境改善
を図る助成制度を活用する医療機関が少ないことか
ら、医療機関に対して更なる周知が必要です。

【課題】
　医療機関が主体的に取り組む勤務環境改
善に資する事業として、医師事務作業補助
者の配置等に対する助成を行っているが、
活用する医療機関が少ないため、医療機関
に対して更なる周知が必要です。

【今後の取組方針】
　医療従事者の業務負担を軽減し、離職防
止や定着促進を図るためには、医療機関に
おける主体的な勤務環境改善の取組が必要
であることから、引き続き、北海道医療勤
務環境改善支援センター等で開催するセミ
ナーなどの機会を通じ、補助制度の活用に
ついて、周知するとともに、医師事務作業
補助者の配置を促進します。

②比較的順調

30

管理栄養士・栄養士29

その他医療従事者の役割
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№
主な事業の推進状況

評価
（進捗状況）

評価理由 課題と今後の取組方針疾病・事業等の名称 施策の展開内容

1 　北海道医療勤務環境改善支
援センター運営協議会におい
て、勤務環境改善に向けた取
組を協議・検討

　北海道医療勤務環境改善支援セン
ター運営協議会を開催し、北海道医
師会をはじめとする医療関係団体等
と、勤務環境改善に向けた取組につ
いて協議・検討を行っています。

2 　北海道医療勤務環境改善支
援センターの総合相談窓口の
強化、効果的な取組事例の情
報共有を促進

○各医療機関のニーズに応じて、医
業経営アドバイザー及び医療労務管
理アドバイザーが勤務環境改善の支
援を行っています。

○各種セミナーにおいて、道内の医
療機関の取組事例を紹介するなど、
支援状況の共有を図っています。

3 　北海道医療勤務環境改善支
援センターと北海道地域医師
連携支援センターや北海道
ナースセンター等との連携強
化

　北海道医療勤務環境改善支援セン
ター運営協議会等において関係団体
の出席のもと、各医療機関における
勤務環境改善状況や、北海道医療勤
務環境改善支援センターの医療機関
への支援状況などの情報を共有して
います。

31 医療従事者の勤務環境改善 　北海道医療勤務環境改善支援センター運営協議会
を開催し、医療関係団体及び労働関係団体との情報
の共有化が図られています。
　また、道内の医療機関に対する個別支援や訪問件
数は前年より増加したほか、アンケート調査やセミ
ナーの実施等により、支援の充実が図られてきてい
ます。

②比較的順調

【課題】
　各医療機関においては、これまで新型コ
ロナウイルス感染症対策を優先的に取り組
んできたこともあり、一部の医療機関で医
師の働き方改革への対応に遅れが見られる
ことから、令和６年４月の医師の時間外労
働上限規制の適用開始に向け、各医療機関
における現状と課題等の把握や、自主的な
勤務環境改善の取組を支援していく必要が
あります。

【今後の取組方針】
　北海道医療勤務環境改善支援センターに
おいて、これまで以上に医療機関への専門
的かつ、きめ細かな支援に取り組むととも
に、労務管理や時間外労働短縮に関するセ
ミナーを開催し、制度の周知や啓発に努め
るほか、病院及び有床診療所を対象とした
実態調査を行い、その結果を関係機関で共
有するとともに、個別の医療機関への働き
かけや関係機関との調整を行いながら、医
師の働き方改革と地域医療の確保が両立で
きるよう取組を進めていきます。
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